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令和６年１２月森町議会定例会会議録 

 

１  招 集 日 時 令和６年１２月１８日（水）    午前９時３０分 

 

２  招 集 場 所 森町議会議事堂 

 

３  開会・開議 令和６年１２月１８日（水）    午前９時３０分 

 

４  応 招 議 員 

 

１番議員 増 田 恭 子   ２番議員 清 水 健 一 

３番議員 佐 藤 明 孝   ４番議員 平 川  勇 

５番議員 川岸和花子   ６番議員 岡 戸 章 夫 

７番議員 加 藤 久 幸   ８番議員 中根信一郎 

９番議員 𠮷 筋 惠 治   10番議員 中 根 幸 男 

11番議員 西 田  彰   12番議員 亀 澤  進 

 

５  不応招議員 なし 

 

６  出 席 議 員 応招議員に同じ 

 

７  欠 席 議 員 なし 

 

８  地方自治法第 121条の規定に基づき議場に出席した者の職氏名 

 

町 長 太 田 康 雄  副 町 長 村 松  弘 

教 育 長 野 口 和 英  総 務 課 長 平 田 章 浩 

防 災 監 小 澤 幸 廣  政策企画課長 森 下 友 幸 

財 政 課 長 鈴 木 俊 久  税 務 課 長 長 野  了 
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住民生活課長 鈴 木 知 寿  福 祉 課 長 小澤貴代美 

健康こども課長 朝比奈礼子  産 業 課 長     栗 田 俊 助 

建 設 課 長 岡 本 教 夫  定住推進課長 鈴 木 孝 佳 

上下水道課長 小 坂 一 郎  会 計 課 長 古 川 敏 勝 

学校教育課長 塩澤由記弥  社会教育課長 三澤由紀子 

病院事務局長 朝比奈直之 

 

９  職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

 

議会事務局長 岩 井 秀 司  議 会 書 記 森 下 幹 子 

            

10  会議に付した事件 

 

―――――― 一般質問 

 

 ＜議事の経過＞ 

 議  長 

 

 

 

 

上下水道 

課  長 

 

 

 

 

 

 

 

（ 𠮷筋惠治  君 ）出席議員が定足数に達しておりますので、

これから本日の会議を開きます。 

 ここで、上下水道課長から発言を求められておりますので、こ

れを許します。 

 上下水道課長。 

（ 小 坂 一 郎 君 ）上下水道課長です。 

 先日の議案第 86号「令和６年度森町公共下水道事業会計補正予

算（第２号）」について、川岸議員からの質疑に対します答弁につ

きまして、一部訂正をさせていただきます。 

 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額に関します答

弁の中で、多くの場合、第４条予算は支出の方が多いことから、

消費税も仮払い消費税の方が仮払い消費税よりも多くなり、還付

効果があると申し上げましたが、正しくは消費税も仮払い消費税

の方が、仮受け消費税よりも多くなりとなりますので、修正いた
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しまして、お詫び申し上げます。 

 また、未収金額につきまして、大変分かりにくい答弁で申し訳

ございませんでした。当初予算 200,065 千円であった未収金額が

補正予算においては 7,651 千円に減った理由について、改めて説

明させていただきます。森町公共下水道事業につきましては、令

和６年度から地方公営企業法の適用を受けました。法適用を受け

るにあたりまして、法適用日から発生主義に基づく経理や帳簿整

理が行われることになるため、適用の日現在における予定開始貸

借対照表を作成しておく必要がございました。貸借対照表は、事

業開始から蓄積してきた財産の状況を表すものでありますため、

法適用前の情報を様々な資料から整理し、資産と負債の額を把握

した後、資産マイナス負債イコール資本の算式によりまして、資

本の額を把握いたしました。本来、貸借対照表は決算書類でござ

いますが、予定開始貸借対照表は法適用前に作成し、当初予算の

提案時に議会に参考資料として提出することが適当であると考

え、提出いたしました。予定開始貸借対照表はあくまで予定であ

ることから、打切決算の確定後、法適用事業年度である令和６年

度決算までの間に変動の生じた科目については、数値の置換をし、

令和６年度決算に反映させる必要がございます。９月議会におき

まして、令和５年度特別会計決算を認定していただきましたこと

から、令和６年度開始貸借対照表が確定いたしましたが、予定開

始貸借対照表と開始貸借対照表において、特例的収入であります

未収金について変動がございました。この変動は、未収金の減額

によるものが多くを占めております。令和６年度予定開始貸借対

照表におきましては、令和５年度事業に係る他会計負担金１億

9,835万 7,000円を含め、未収金を 200,065 千円と見込みまして、

当初予算提出時に参考資料として提出いたしました。年度が改ま

りまして、法適用後、令和５年度決算を整理するにあたりまして、

他会計負担金１億 9,835 万 7,000 円を令和５年度の未収金とはせ

ず、令和６年度の収入とすることと整理したため、令和５年度の
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議  長 

 

 

 

 

 

５番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未収金額が大きく減少いたしました。なお、本補正予算におきま

しては、令和６年度の決算に反映させるため、決算認定を踏まえ、

変動の生じた科目につきまして、財務諸表の数値の置換をしたの

みでありまして、収入及び支出につきましては変動がございませ

んことを付け加えさせていただきまして、答弁といたします。以

上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）それでは日程に入ります。 

 日程第１、一般質問を行います。 

 通告の順番に発言を許します。 

 ５番、川岸和花子君。 

 質問は混合方式です。 

 登壇願います。 

（ 川岸和花子 君 ）５番、川岸和花子でございます。 

 通告のとおり、以下の質問をさせていただきます。 

 二点ございます。 

 １番目、災害時のトイレ対策について。 

安心安全、災害に強い地域防災力の高いまちづくりのために質

問いたします。 

 地震など発災時、トイレが使用できなくなることが多いです。 

 １、令和６年６月一般質問において、簡易トイレなど町民への

配布も検討されるとの答弁がありましたが、その後の進捗状況を

伺います。 

 ２、災害時のトイレパニックを避け、快適なトイレを維持する

ためのトイレ計画が必要であると考えるが、どう考えるか伺いま

す。 

 ２番目、看護・介護人材確保に対する考えは。 

みんなで助け合う健やかなまちづくりのために質問いたしま

す。 

 森町は人口減少と高齢化が進み、高齢者世帯が増え続けており、

さらに高齢者の独居も増えています。今後、団塊の世代が後期高
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齢者になり、在宅での看護や介護がさらに増加していくと考えら

れます。現在、森町病院や訪問看護ステーションなどでは職員の

不足を相互に連携して補いながら業務を行っていただいているこ

とは、森町ならではの協力体制だと思っています。しかし、後進

の育成や若年のスタッフの確保の問題が常態化しているのが現実

であります。今後、需要が増えると思われる訪問看護・介護に対

応するための人材確保、特に森町の場合は、町が直接関与してい

る訪問看護人材の確保について考えを伺います。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）町長、太田康雄君。 

（ 太 田 康 雄 君 ）川岸議員の御質問にお答えいたします。 

 初めに、「災害時のトイレ対策について」申し上げます。 

 １点目の「令和６年６月一般質問において、簡易トイレなど町

民への配布も検討されるとの答弁があったが、その後の進捗状況

を伺う」についての御質問でございますが、令和６年６月定例会

の一般質問において、「備蓄を呼び掛ける啓発品として配布すると

いう方法もあろうかと思いますので、その点については検討をさ

せていただきたいと思います」と答弁しております。簡易トイレ

や携帯トイレにつきましては、様々な種類が販売されていますが、

基本的な使用方法につきましては、簡易トイレの場合は、段ボー

ル製などの便器にポリ袋をセットし、排せつ後に凝固剤を投入し、

袋ごと廃棄するものでございます。また、携帯トイレは便座に携

帯トイレを設置し、排せつ後に凝固剤を投入し、袋を閉じて廃棄

するもので、凝固剤については最初から袋にセットされている物

もございます。品物にもよりますが、おおよその金額といたしま

しては、簡易トイレの場合、便器が段ボール製の物やステンレス

製の物があり、数千円から数万円程度で、ポリ袋と凝固剤のセッ

トが 50回分で 4,000円程度でございます。携帯トイレの場合は、

安い物では一つ 100 円程度から販売されております。いずれも使

い捨てタイプであるため、衛生面やくみ取りの問題が発生せず、

災害時のトイレとして非常に有効な手段であると考えられます。
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その半面、小さなお子さんから高齢者まで使い方を御理解いただ

くことや、使い捨てであるが故に、一人当たりの必要数量も多く、

町での備蓄や全世帯への配布は難しいため、町としましては、各

家庭や自主防災会での備蓄を推奨していきたいと考えておりま

す。 

 なお、これまでに行った携帯トイレの備蓄に関する啓発といた

しましては、出前講座等の機会に備蓄の呼び掛けや、もりもり２

万人まつりで森町災害ボランティアによる携帯トイレの備蓄を呼

び掛けるチラシの配布や、各世帯に防災関連の資料配布を希望す

る自主防災会へのチラシの提供などでございます。 

 また、指定避難所の備蓄品や資機材の整備につきまして、各自

主防災組織に対する補助金として、自主防災組織資機材整備費補

助金制度がございますが、自主防災組織として防災倉庫などに保

管していただく場合は、簡易トイレや携帯トイレも補助金の対象 

としておりますので、この制度を利用し整備を行っていただくこ

とも周知してまいりたいと考えております。本年度につきまして

は、啓発品としての配布は実施しておりませんが、来年度以降も

簡易トイレや携帯トイレの備蓄を推奨してまいりたいと考えてお

りますので、啓発品として携帯トイレを配布することを含め、効

果的な呼び掛けができるよう検討してまいりたいと思います。 

 二点目の「災害時のトイレバニックを避け、快適なトイレを維

持するためのトイレ計画が必要であると考えるが、どうか」につ

きましては、森町における災害時のトイレに関する計画としまし

て、「森町震災時し尿及びごみ処理対策マニュアル」を策定してお

り、一人当たりのし尿排出量及び処理人口から、１日当たりのし

尿処理量を算出し、それに基づく仮設トイレの必要数やし尿の処

理体制などを定めております。このマニュアルにおいて、町とし

て備蓄すべき仮設トイレの１日使用必要基数を 54基としており、

最大３日間くみ取りがなくても対応できるように、町は 166 基の

仮設トイレを備蓄しているところでございます。  
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しかしながら、能登半島地震を含め、過去の災害の事例を見ま

すと、避難所のトイレが「暗い」、「臭い」、「汚い」ことなどが原因

で、排せつを我慢し、膀胱
ぼうこう

炎を発症する人や、体調を崩す人、トイ

レの回数を減らすために飲食を少なくする人もあったと聞いてお

ります。 

また、避難所では限られた空間に多数の人が生活するため、衛

生面の問題は、感染症やストレスなどの原因にもつながるのでは

ないかと考えられます。 

これらのことを考えますと、議員御指摘のとおり、快適なトイ

レの維持は非常に重要な問題であり、それを実現するための計画

も必要なものと考えております。先ほど答弁しましたとおり、現

在は、自主防災会や家庭での簡易トイレ、携帯トイレの備蓄を推

奨しておりますが、このほかにもマンホールトイレやトイレトレ

ーラー、パック式トイレなど、災害時に使用できるトイレの種類

も様々なものがありますので、どの方法が森町にとってより良い

方法なのかを研究し、快適なトイレを維持するための計画につい

て検討してまいりたいと考えております。 

次に、「看護・介護人材確保に対する考えは」について申し上げ

ます。 

 本町の訪問看護につきましては、在宅療養を必要としている住

民の生活の質の確保を図るため、安定した療養生活を支援し、心

身の機能の維持回復を目指すことを目的として、森町訪問看護ス

テーションを設置し、病状に応じた訪問看護を提供しております。

また、地域包括ケアシステムにおける地域との結び付きを重視し、

他の保健、医療又は福祉のサービス機関との緊密な連携を図り、

総合的なサービスの提供にも努めております。訪問看護は、主治

医が発行する訪問看護指示書及び看護師等が作成する訪問看護計

画書に基づいて提供され、看護サービスの内容は、血圧測定など

の健康チェック、清拭・洗髪などの清潔の保持、食事・排せつなど

の日常生活の援助など療養上の世話や薬の管理・指導、床擦れな
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どの予防や処置、点滴等の交換や管理など診療の補助となってお

ります。 

 現在、訪問看護ステーションでは、常勤・非常勤合わせて看護

師９人、リハビリ専門職３人の体制でサービスを提供しておりま

すが、職員の配置につきましては、利用者数や業務量などを勘案

し、状況に応じて病院職員の異動により対応しており、また、職

員の採用活動や労務管理、教育・育成などは、森町病院、家庭医療

クリニック及び訪問看護ステーションが連携して一体的に行って

おりますので、現在のところ、訪問看護の提供に支障が出るよう

な人員不足はございません。しかしながら、近年、高齢化の進行

に伴い、在宅医療や訪問看護の需要の増大も見込まれており、一

方では、少子高齢化の進行により、生産年齢人口が急減していく

中で、専門機能を有する訪問看護師などの確保は全国的に深刻化

しております。また、人材不足は、医療・介護の機能の低下だけで

なく、医療の質や安全性の維持にも直接影響を与える重要な問題

でもあるため、医療機関、事業所、施設において、大きな課題とな

っております。森町では、今後も人口減少が進み、高齢化率は 2030

年には 40 パーセントを超え、後期高齢者数は 2035 年には 4,000

人まで年々増加していくことが予測されておりますが、高齢者の

多くは住み慣れた家での暮らしを希望されるため、今後はますま

す、在宅での医療や看護、介護の需要は高まっていくと思われま

す。町といたしましても、看護師などの確保は、今後ますます厳

しくなることが予想されますので、医師や薬剤師などの確保とあ

わせて、非常に重要な課題であると認識しております。 そのよう

な中、昨年策定いたしました公立森町病院経営強化プランにおい

て、地域住民が安心して暮らせるよう、必要な医療提供体制と機

能を維持していくため、医師や看護師等の確保を重点施策として

位置づけており、安定的な人材の確保に向けて、取組を強化し推

進しております。具体的な採用活動の取組としましては、病院ホ

ームページや町内回覧、病院広報誌への掲載やハローワーク、看
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護協会が都道府県から指定を受けて運営するナースセンター、民

間求人サイト等を利用して採用情報の積極的な発信を行うととも

に、大学や東海アクシス看護専門学校などの看護実習の受入や就

職説明会への参加、病院見学希望者への対応、高校生・中学生の

職業体験の受入、正規職員だけでなく非常勤職員を含めた看護師

の通年採用の実施、さらに本年からは近隣の高校９校に生徒の就

職意向など情報収集の訪問を行うなど採用活動を積極的に行って

おります。 

 また、安定した人材の確保には、採用とあわせて離職も重要な

課題でありますが、全国の看護師離職率が令和５年 11.8パーセン

トに対して、森町病院の離職率は令和３年 6.4 パーセント、令和

４年 10.1パーセント、令和５年 7.7パーセントと全国平均よりも

低くなっております。森町病院では在職者の定着率を向上するた

めの取組として、令和４年度から看護師への給料調整額の支給や

令和６年度から管理職の拡充と手当の支給等による処遇改善、業

務内容の見直しや多職種によるタスクシフト・タスクシェアによ

る業務負担の軽減、電子力ルテなど医療ＤＸ・ＩＣＴ化による業

務の効率化、出退勤管理システムの導入による時間外勤務の削減

や有給休暇の取得増加など、労務環境の改善を行っております。

また、職員満足度や組織活性度を評価する職員意識調査を２年に

１度実施して、健全なメンタルヘルスの維持やハラスメント防止

を図るなど職場環境の改善により職員の定着率向上に取り組んで

おります。 

  職員の教育・育成につきましては、訪問看護は、看護師一人で自

宅を訪問し業務を行うため、医療に対する知識や技術と病棟や外

来などでの豊富な経験、さらに患者さんや御家族との円滑なコミ

ュニケーション能力が求められるため、看護部内に教育研修委員

会を組織して、マネジメントラダーを活用して、役職や経験年数

などのレベルに応じた研修計画を立て、教育研修を行っておりま

す。また、認定看護師などの資格取得やスキルアップを目指す意
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欲ある職員には、認定看護師養成研修や長期研修に必要な経費の

一部を助成する制度を設けて、訪問看護を担うことができるスタ

ッフの育成にも努めております。 

 今後はさらなる人材確保の取組としまして、定年延長による 60

歳以上の経験豊富な人材のセカンドキャリア支援として、夜勤や

交代勤務のない訪問看護の業務に従事していただくことや看護師

不足を補い、業務の負担軽減を図るため、特定技能実習による外

国人看護師などを看護補助者として採用することも有効な対策と

して検討してまいりたいと考えております。 

 町といたしましては、今後も地域にとって必要な医療・介護を

持続的に担っていけるよう、病院、家庭医療クリニック、訪問看

護ステーションを一体的に運営・管理し、安定的に切れ目のない

よう人材の確保にも積極的に取り組むとともに、教育・育成の充

実にも努めてまいります。以上申し上げまして答弁といたします。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）５番、川岸和花子君。 

（ 川岸和花子 君 ）まず１番目の災害時のトイレのことにつ

いてですが、６月の一般質問で申し上げたように三つ私が提案さ

せていただいて、一口のようかんと携帯トイレ、また黄色い安否

確認タオルというのを配布したらどうかというようなお話をさせ

ていただきました。今年 12月１日の防災訓練には、城下地区と私

の住む大門地区では、黄色い安否タオルというものを各戸に配り

まして、実際に掲げて町内会で使ってみたというところですけれ

ども、城下地区に関しては本当に簡易トイレ等もちゃんと整備し

て、熱心にやっておられましたので、こういうものに対して補助

金が対応できるというお話でしたが、そういう黄色いタオルとか

そういう簡易トイレ等も補助でできるのでしょうか。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）防災監。 

（ 小澤幸廣  君 ）防災監です。 

 川岸議員の御質問にお答えをいたします。 

 簡易トイレまた安否確認タオルについて町としての補助金の対
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象となるのかという御質問でございますが、基本的にはこの防災

資機材の補助金につきましては、自主防災組織として管理するも

の、防災倉庫などに管理するもの、自主防災組織が必要とするも

のについて補助金の対象としているというものでございます。こ

の簡易トイレや携帯トイレにつきましては、現在の要綱で避難所

生活用資機材ということで対象としておりますので、これにつき

ましては先ほどの答弁でもございましたが、今後自主防災組織で

積極的に備蓄をしていただくように、またＰＲをしていきたいと

思います。安否確認タオルについてですが、現在の要綱では個人

が保管するために購入するものは対象外とすると、そのような文

言がございますので、そこの個人が保管するということにあたり

ますので現在は対象外とはしておりますが、今後そこにつきまし

ては本当に自主防災組織として必要なもの、町として自主防災組

織にお願いをしたいことについては、対象とする方向で今考えて

おりますので、この要綱の見直し等、少し整理しまして、現在自

主防災組織で購入されたものについては、今の要綱で対象外とい

うことで、それぞれの自主防災組織で購入していただいくという

ことで、御理解いただきたいと思うのですけど、今後につきまし

ては、その安否確認タオルについても個人で保管するものではご

ざいますが、自主防災組織として必要なもの、自主防災組織とし

て個人の安否を確認するということにつきまして、今後は対象と

する方向で考えていきたいと思います。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）５番、川岸和花子君。 

（ 川岸和花子 君 ）黄色い安否確認タオルについては、今後

自主防災組織として必要なものとして検討していただけるという

ことで森町全体のために考えていただけるとありがたいと思いま

すし、今先行して準備してもらった自主防災組織についても、ち

ょっと御考慮いただきたいなと思ったところです。 

 能登半島地震でも東日本大震災でも阪神淡路大震災でも、避難

所のトイレは非常にひどいものであったというお話を伺いまし
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た。先ほど答弁でもありましたように、できるだけトイレに行か

ないように水分を控えたりとか、食事が通らなかったりというこ

とで体調を壊して、ひどいときには災害関連死というところに至

ってしまうわけですけれども、避難所だけではなくて地震が発生

した時には自宅においても、能登半島地震でも下水道管が破損し

て水も流れずに、水がないことも困ったけど、まず流れないこと

に困ったというお話を伺いました。下水道管が機能を果たせなく

なった時に流してしまうと、逆に逆流してさらに不衛生な状態に

なるということも心配されます。それを抑えるためには、まず地

震が起こって、下水道がつながっているところは下水道を使って

はいけないという意識をまず皆さんに知らせなきゃいけないと思

うのです。そういう防災のことを考えると、よく水だとか食料だ

とかいろいろなものを用意するわけですけれども、大体３時間以

内にトイレに行きたくなっちゃうという、水とか食料が欲しくな

る前に、まずトイレに行きたくなるという現実があると思います。

そこで、つい大丈夫だろうと思って使っちゃうと、もうそれでひ

どい状態になるということを抑えるためにも、そういう意識の啓

発が必要だと思います。こちら、スライドですけれども、特定非

営利活動法人日本トイレ研究所というところで、携帯トイレの使

い方というものをユーチューブで紹介しております。まず携帯ト

イレと言っても、袋の中に凝固剤が入っているもので、先ほど 100

円ぐらいで手に入れられるということでしたけれども、まず、そ

の下水、水洗トイレはまず水がたまっています、そこを水を隔離

するということがまず必要です。携帯トイレが水でぬれないよう

にポリ袋をまずつける。そこからここに書いてあるように、水や

臭いや虫が上がってくるのを防ぐということが、第一に必要です。

その上に携帯トイレをつけて、その後に用を足してそこに凝固剤

を入れるわけですけれども、凝固剤を入れるタイプもあるし、中

にシートが設置されているものもあるし、その商品によっていろ

いろですけれども、大体使ったことがないのでこれをどう使うの
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かということがまずあまり知られてない。まず携帯トイレもあま

り知られてない、その凝固剤というのもどうやって使うのかも分

からない、能登半島の時にはその凝固剤を袋から出してパラパラ

と入れるのですけれども、高齢者は分からずにそのまま袋ごと放

り込んだとか、使い方を全く知らない、そういうところを知らせ

ていくということが必要だと思います。この知識なしにスムーズ

にトイレのことができるのかというところですが、この啓発の方

法というのを町は何か考えてないでしょうか。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）防災監。 

（ 小澤幸廣  君 ）防災監です。 

 川岸議員の御質問にお答えをいたします。 

 携帯トイレの使い方について、町として啓発周知をどのように

考えているかという御質問でございますが、議員の御発言のとお

り、携帯トイレの使い方ということについては、小さなお子さん

から高齢者までそれを周知していかないといけないということが

言えると思います。災害がいつ起こるか分からない、そのときに

使う場面になってどう使ったらいいのか分からなければ、そこで

またトイレも停滞してしまうということになるかと思います。携

帯トイレについては一長一短がありまして、衛生的にトイレが保

たれるという反面、誰でも使えるようにその方法を知っておかな

ければいけないということがあると思います。町といたしまして

は、先ほどの答弁でもありましたように県で携帯トイレの備蓄に

関してチラシを発行しております。静岡県の公式ホームページの

防災緊急情報から情報を検索することができるのですけど、この

チラシでは１日当たり一人どのぐらい備蓄したらよいか、１日５

回分を１週間分ということで、アニメ的に子供でも分かるように

分かりやすく掲載されております。 

 また、災害用トイレの例としましてこのような種類があります

ということで、使い方についてもアニメで掲載されているチラシ

になっております。先ほど答弁でも申し上げましたが、このチラ
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シについて今年もりもり２万人まつりの時に災害ボランティアに

配布していただいたり、自主防災会でそういう防災についての情

報を各世帯で共有したいというところもございましたので、その

時に携帯トイレの備蓄に関するチラシを配布していただいたとい

うこともございます。今後、この備蓄だけでなく、使い方につい

ても町民に知っていただくために、このチラシも利用して配布し

ていくようなことも考えていきたいと思います。 

 またこの県のホームページにある携帯トイレの備蓄に関するチ

ラシもリンクできるように、また備蓄食料とかそういうのも合わ

せて森町のホームページにおいて掲載していくようなことも考え

ていきたいと思います。 

 また防災連絡会の時に配布したり、回覧とか町の広報などを通

じて啓発もしていきたいと考えております。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）５番、川岸和花子君。 

（ 川岸和花子 君 ）トイレというのは一人ひとりの問題です

ので、やはり一人ひとりに届くような方法でお願いしたいなと思

うところです。 

 また避難所においても、トイレは誰が責任を持って管理するの

か、また先ほどし尿処理の計画も立てられているということでは

ありましたけれども、その数だけではなくて、やはりそこの治安

を維持するであるとか清潔に管理するとか、責任を持って誰がや

るとか、また防災時のトイレに関する研修なども行われているよ

うですので、その本当にトイレ等いろいろなことを考えなきゃい

けないところですけれども、トイレというのはその治安を維持す

るという意味でも大切なところだと思いますので、それについて

の計画というのを別に立ち上げてもいいぐらいかと思っているの

ですけれども、その点はどうお考えでしょうか。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）防災監。 

（ 小澤幸廣  君 ）防災監です。 

 川岸議員の御質問にお答えします。 
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 避難所における治安維持といいますか、トイレを清潔に保つ、

そのような計画も町としては考えた方がよいのではないか、どう

考えるかというような御質問でございますが、議員おっしゃると

おり、避難所におけるトイレの衛生面を保つということが携帯ト

イレとか、いろいろな清潔に保つ種類のものを使うということも

大事ですが、今配備している仮設トイレ、これを清潔に保つ、衛

生面でしっかりと管理していくということが最も大事かと考えて

おります。それにつきましては、今おっしゃられたように計画的

にマニュアル等で示していく必要がございます。県の避難所運営

マニュアルの中にもそのようなことが記載されておりますけど

も、１日最低１回でもトイレの清掃をするとか、他の自治体の被

災地の例では、避難者の中から当番を決めてそれで毎日管理する、

清掃するというようなことも決められているということも聞いて

おります。 

 トイレの種類とか、どのようなものがどのぐらい必要なのかと

いうことも含めて、まずは自助、町民自らによる備え、また地域

による備え、自主防災組織等のトイレの備蓄等これは共助になり

ます。また町による備えということで公助、これについても計画

の中では必要かと思います。それに加えてトイレの課題とその取

組についても考えていく必要があると思います。「避難所における

トイレの確保・管理ガイドライン」というものが平成 28年に内閣

府から示されているものがございます。またこの中身を参考にし

ながら、町のトイレの計画についても今後検討していきたいと考

えております。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）５番、川岸和花子君。 

（ 川岸和花子 君 ）今課長が言っていただいたように、共助

も考えなきゃいけないし、公助でもいろいろと向上していただき

たいところですけれども、まずはその町民が自分で、自ら自助と

いうところの意識を高めていくという必要もあると思っていま

す。 
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 静岡県の危機管理部危機情報課が出している令和６年度の南海

トラフ地震についての県民調査というのを今、インターネット上

で行っております。そちらのアンケートに答えると、自分が地震

に対してどれぐらいの準備をしているかとか、どれぐらいの知識

があるとか、何が必要かというのをアンケートに答えながら自分

で考えられるのです。そこについて、この言葉について知ってい

ますかとかいうアンケートですけど、知らない時は、その下にそ

れについての解説が書いていたり、またそのサイトへ飛んだりと

か、何かアンケートに答えながら勉強できるみたいになっている

のです。アンケートに答えながら勉強していくみたいなシステム

がいいなと思って、そういうものを何か広報に取り入れられない

かなと思いますが、いかがでしょうか。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）防災監。 

（ 小 澤 幸 廣 君 ）防災監です。 

 川岸議員の御質問にお答えします。 

 ただいま県の事例として、そのようなアンケートから勉強して

いくような方策を町で取り入れられないかというような御質問で

ございますが、またこれにつきましては県のそこのアンケート等

ちょっと確認しまして、今後の参考としていきたいと思います。 

 また、今防災課として考えているのが、「わたしの避難計画」と

いうものがありまして、町民一人ひとりが地震などあった時に、

どのような行動をとっていくかということを自ら考えて記入して

いただいて、見えるところに貼っておくような、そういうものが

あります。県としても「わたしの避難計画」ということについて

推進しているところでございますので、またこれについても今後

町としても推進していきたい、考えていきたいと今思っておりま

すので、先ほど御意見ありましたアンケート的なもので勉強でき

る方法というものも少しこちらで研究して、また今後町民にその

ような意識を持っていただくような施策というものを考えていき

たいと思います。以上です。 
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（ 𠮷筋惠治  君 ）５番、川岸和花子君。 

（ 川岸和花子 君 ）了解いたしました。 

 では次の２番目に移りたいと思います。 

 森町は保健・医療・福祉の連携が非常にとられている地域包括

ケアがちょうどよい規模で行われておりまして、その地域包括ケ

アが今後健康維持ヘルスケアシステムへ移行していこうというの

が町の方針でございます。また町民の意識も高く、関心を持って

関わっていただいていると私は感じていますし、また高齢者の増

加に対して入院から地域で生活できるというような方向のため

に、森町病院の地域医療の役割はとても大きいものだと、非常に

感謝しております。なので、訪問看護・介護の増加、ニーズがこれ

からどんどん見込まれる中で、今、森町が直接事業を行っている

訪問看護に関しての人材確保というのがますます必要になるだろ

うと、先ほど答弁でいろいろな努力をしているというお答えをい

ただきました。自宅でのリハビリテーションを希望する人も増え

て、訪問看護ステーションでは１日約 26件の訪問していただいて

いるということで、本当に森町を走り回っていただいて、一件一

件条件も違うし、症状も違うという人々に対応していただいてい

るなと思っております。また在宅医療支援室さざんかがその調整

のハブの役割を果たしていただいているところです。 

 ところで私達が小さい頃というのは、家族が３世代で住んでい

て、私は６人とか、おじいちゃん、おばあちゃんで、御家庭によっ

てはさらにひいおじいちゃんとかがいたりとかして、みんなで暮

らしていたという印象だったのですけれども、今は若い世代の人

が若い世代だけ、また高齢の御夫婦だけという感じで、別で暮ら

しているという家庭が多くなっております。こちら、スライドに

したのですけれども、こちら森町の統計からです。人口と世帯数

の推移ということで、平成 20年から人口は、今２万人が１万 7,000

人になってきておりますが、世帯数は増えております。6,083世帯

から 6,698世帯、6,700世帯に増えております。単身者の世帯数が
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増えているということで、また 65歳以上の高齢者単身世帯が増え

ております。令和２年度の国勢調査になりますが、今 705 件、つ

まり 705 人が多分まだ増えていると思うのですけれども、うち男

性が 285 件、女性が 420 件の高齢者世帯、単身世帯です。年代で

見ると、一番多いのが 85歳以上の女性が、85歳以上の男性の単身

の人は 45人に対して、85歳以上の女性の単身の世帯の人が 132人

ということで非常に女性の一人暮らしの高齢者多いということが

出ております。多分もっと増えていると思うのですけれども、こ

れは全国的な傾向で、しばらくの間はその増加の傾向が続くと思

います。お一人で暮らされていて、元気で自分のことができるう

ちは良いですが、やはり年齢とともに体も大変になってくるので

すけれども、若い人が近くにおられる、近くに住んでいるとかな

らまだいいですけど、例えば都市部に行っておられて農村部で御

夫婦が進んでいるとか一人暮らしとかということになると、自分

でのことができなくなると、施設に入るという選択肢もあるので

すけれども、介護度で入る、入れないがあったり、また施設も不

足していることで、住み慣れた家で生活ができるように在宅医療

また在宅介護というものが、ますます必要になってきていると思

います。もうそこで人材が不足してこれからもっと必要になって

くるというのはもう皆が思っていることです。特に森町の病院、

家庭医療クリニックがありますので、看護師の確保にも御苦労さ

れているというのも承知しております。東海アクシス看護専門学

校を卒業した人も卒業生の進路として、やはり大きな病院、磐田

病院とか中東遠医療センターに多く行かれて、森町病院では一人

を確保するのがようやくという感じになっております。森町の訪

問看護ステーションでは、24時間 365日電話で相談を受けている

というそういうこともやっておられますので、その受けている間

はその体制を誰かが取っていただいているのですけれども、例え

ば、認知症の御主人がおられる御夫婦が、認知症の御主人が暴れ

てちょっと手がつけられなくなったりとかした時に電話がかかっ
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てきたりとか、本当に実際の現場は大変だろうと思っております。

輪番制で待機されているとは伺っているのですが、やはり精神的

なものとか、常に気を張ってなきゃいけないとか、あと体力的な

ものが必要なので、先ほど今不足はないとはおっしゃられたもの

の、やはり人数がいることでそれは少しでも軽減していけるので

はないかと思っております。この人材確保ということは、本当に

各方面で永遠の課題ではございますが、先ほども報酬を見直した

りであるとか、報酬の変更で管理職、組織を変えてみたりとかと

いうようなことをおっしゃっていますが、そういうことも限界が

あるだろうと思っております。そこで森町には看護師さんの確保

に対してこのような魅力があるというか、森町はここが強い、森

町に来て働けば、ここが魅力だよというところが何かということ、

何だと思っておられるか伺います。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）病院事務局長。 

（ 朝比奈直之 君 ）病院事務局長です。 

 ただいまの川岸議員の再質問にお答えいたします。 

 ただいまの御質問でございますが、森町で働くことの魅力を病

院としてどう考えているかと、どんなことがあるかという御質問

でございます。 

 森町の医療につきましては、森町病院の機能が急性期、それか

ら回復期、それから病院の機能以外に家庭医療クリニックでの在

宅訪問、診療、それからかかりつけ機能、それから訪問看護ステ

ーションでは病気になって自宅でいろいろ希望される人の訪問看

護というような様々な形でサービスを行っているという状況でご

ざいます。一般的に看護師の資格を取られて、川岸議員から先ほ

どお話ありましたように、資格を取られた人というのは資格を取

っただけで、業務についてはまだ経験も積んでないですし、一人

前の看護師になるまでには数年かかるという状況がありますの

で、看護師資格を取られた人というのは経験を積む、それから看

護師としてのスキルを高めるといったことで急性期、この近隣で
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いきますと磐田病院で、中東遠総合医療センターにまずは入って、

看護師としてのスキルを高めていくと、そこから数年後、一人前

の看護師になった時点で自分として何がやりたいか、どんな看護

師を目指すかというのをその中で考えながら、自分の将来を考え

ていくといった看護師が多いと思われます。そういった中で、森

町病院とすると、急性期病棟はあるものの、患者の疾患というの

は、高度急性期の病院と比較すると限られておりますので、そう

いったところでの知識・経験を進むというのがなかなかできない

というところがありますので、森町病院で働くことの魅力という

ことで言いますと、急性期の治療だけではなくて医師とかもそう

ですが、かかりつけ医、あるいはかかりつけの看護師として、そ

の患者さんに寄り添った医療をやりたいというような希望のある

人が働きやすい病院かなと考えておりますので、森町病院、また

は森町訪問看護ステーションの魅力というのは、この地域に根ざ

した地域医療になっているという中で、そういった寄り添った医

療を提供するということができるということになりますので、そ

ういったことを求めている看護師さんについて、当院としても求

めておりますし、そういった面での魅力を今後も発信してまいり

たいと考えております。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）５番、川岸和花子君。 

（ 川岸和花子 君 ）事務局長がおっしゃったように、本当に

訪問看護ステーションのスタッフとか、患者さんに寄り添うとい

うか、本当に身近に向き合っていただいているという面をすごく

感じるところで、確かに魅力だとは思います。それを前面に出し

て訴えていって、人材がどれだけ確保できるかというのはまたち

ょっと難しいかなと思うところですが、最近私がいろいろな人に

話を聞いている中で、意外と町内でも看護師の資格を持っている

けれども働いてないという人が割とおられるということを知っ

て、私はそんなにおられないと思っていたのですが、実際は働い

てないけど持っているよという人が意外とおられると。そういう
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人々はいろいろな事情で報酬に対する、仕事に対しての対価がど

うかとか、その人生の中の子育てであるとか、また介護とか、御

家族の事情とかで働けないということがあるのかもしれませんけ

れども、そういう人々が復活して、職場に着いていただけるよう

な何か良い施策みたいなものはちょっと何か考えられないかと思

うのですけれども、そういうところはどうでしょうか。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）病院事務局長。 

（ 朝比奈直之 君 ）病院事務局長です。 

 ただいまの川岸議員の御質問にお答えいたします。 

 資格を持っていても、看護師の業務を離れている人がたくさん

いて、そういった人々の復職について対策は何か考えているか、 

取組あるかという御質問かと思われます。 

病院では、そういった人というのを数多く採用しております。

先ほど申し上げましたように新卒者で森町という人がなかなか少

ないものですから、森町病院とするとやはり経験があるという人

を積極的に採用しているということはございますが、なかなかそ

ういう人が復職を希望するかどうかというのは、御本人の家庭の

事情であったり、子育て中であったりとか、その他御自宅で介護

されているとかというような人もいらっしゃいますので、そうい

った諸々の条件を見ながらということになります。 

森町病院とするとそういった人の復職を積極的に受け入れると

いうことで取り組んでいるのは、その人の希望をある程度沿う形

で、勤務時間であったり、業務の内容、同じ看護師でも通常の夜

勤であったり交代勤務できるという人を病院とすると１番求める

わけですが、そういうことがなかなかできないと、ただ看護師と

して復職をして貢献したいというような人もいらっしゃいますの

で、そういった人に対しては時短勤務であったり、夜勤、あるい

は交代勤務なしで、外来に最初に入っていただくという形で、そ

の人の希望に合った業務、あるいは勤務時間というのを考えなが

ら採用をしているというようなことがございます。 
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あとは復職にあたって子育て中の人については、院内に保育園

がございますので、そういった働きやすい環境づくりといった面

では院内保育園を設置して、安心して努めていただけるといった

ようなことも行っているところでございます。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）５番、川岸和花子君。 

（ 川岸和花子 君 ）最後に、町長の答弁で外国人看護師を検

討しているというようなお話がございました。介護の世界でも外

国人というのは多く、世の中では今たくさん採用されているわけ

ですけど、やはり日本語の壁というか、やはり言葉が通じない、

感覚が通じないというところが非常に大きいようですけれども、

外国人看護師に対する具体的なものが何か一つでも決まっている

のかどうか伺います。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）病院事務局長。 

（ 朝比奈直之 君 ）病院事務局長です。 

 川岸議員の再質問にお答えいたします。 

 外国人看護師の採用について、何か考えが今のところあるかと

いうような御質問かと思われますが、外国人看護師の採用につい

ては、日本の国家資格を持たないと日本での国内での看護師とし

ての業務ができないというのが大前提にありますので、外国人の

看護師を採用した場合にはその看護師の医療が行える業務ではな

くて、主には介護業務、それから看護師の補助業務、そういった

ものを行っていただくということになります。病院としましても、

具体的に採用しているという状況ではございませんが、実は 10月

に、技能実習生の受入れの民間企業といろいろやりとりをさせて

いただく中で、仮想面談という形でインドネシアの看護師さんと

ウェブで面談を行わせていただきました。その時も日本語が通じ

るかなということをちょっと心配したところですが、川岸議員言

われたようにコミュニケーションが、なかなか日本語がしゃべれ

ない、取れない、患者さんとのコミュニケーションとか職場単位

でのコミュニケーションが取れないということも考えられますの
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で、そういったところを心配したところですが、その面接の中で

も日本語は普通にお話ができるという人でした。そういった日本

に来る技能実習を希望される人というのは、そういった看護師で

あったり薬剤師であったり資格というのはもちろん持った上で、

もう少し日本で高度な医療を勉強したいという人が多いのです

が、そういう人は資格を取った上で、現地の日本語学校に通って、

日本語検定４級以上を取った人でないと、そういった業者も特定

技能実習として日本に送らないという方針でやっているようです

ので、そういったコミュニケーションについては、特に問題はな

いのかなと考えております。実際にやっていただける業務という

のは限られるわけですが、看護師の業務というのは、人材不足と

いう影響ももちろんありまして、なかなか負担が大きくなってい

るという中で、その看護師の業務を補助するという役割としては、

非常に外国人の看護師は知識、それから現地看護師の資格は元々

持っておられる人でありますので、そういった面ではそういった

人を看護の補助として入っていただくというのは、有効的な対策

かなということで考えております。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）ここでしばらく休憩します。 

（ 午前１０時３６分 ～ 午前１０時４５分 休憩 ） 

（ 𠮷筋惠治  君 ）休憩前に引き続き一般質問を行います。 

 ３番、佐藤明孝君。 

 質問は一問一答方式です。 

 登壇願います。 

（ 佐藤明孝  君 ）３番、佐藤明孝でございます。 

 それでは通告書記載のとおりの質問をさせていただきます。 

（１）中学校部活動地域移行の状況について。 

中学校部活動地域移行については、文部科学省やスポーツ省が 

部活動改革のため、学習指導要領解説に、部活動ガイドラインの

見直しを図るなどして、学校と地域クラブのあり方を示す方針で

計画がされております。また、地域移行に関しては課題も多いで
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すが、これらの問題点等につき、次のとおり伺います。 

一点目、令和４年９月議会で平川議員の質問に対し、令和７年

度を目処に休日の部活動を地域移行し、持続可能となるような体

制作りを進めると答弁されておりますが、現在の進捗状況はどう

か。また、本件に関連した協議会が開催されていると思いますが、

同会議で方向性や将来の計画は示されたのかどうか。 

 二点目、磐田市教育委員会並びに掛川市教育委員会は部活動地

域移行に関し、課題である指導者確保のため、指導者バンクを設

け、その確保に努めており、指導者登録があります、森町におけ

る指導者確保のための取組はどうか伺います。 

 三点目、掛川市には公認地域クラブが 39ありますが、2026年夏

頃には 70超になるものと見込まれております。森町には現在いく

つの公認地域クラブが登録されているのか。また、今後公認地域

クラブの登録予定はあるか伺います。 

 四点目、近隣市は 2026年夏頃を目処に、中学校の部活動を廃止

して、地域クラブに完全移行する計画があります。森町として完

全移行する計画はあるのか、また、完全移行する場合は部活動と

学校教育の関係はどのようなものになるのか。 

 この四点伺いたいと思います。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）教育長、野口和英君。 

（ 野 口 和 英 君 ）教育長です。 

 佐藤議員の御質問に、私、教育長からお答えいたします。 

 「中学校部活動地域移行の状況について」の御質問でございま

すが、現在、中学校の部活動につきましては、生徒の自発的な参

加による活動により、スポーツや文化に親しみ、自主性の育成や 

仲間との人間関係づくりを通して、責任感や連帯感を育む場とし

て学校教育の一環において取り組んでおります。しかし、近年、

少子化による生徒数の減少により部活動の種目数が確保できなく

なったり、指導する教員に関しましても、競技経験のない部活動

の指導や大会引率等による休日の長時間勤務などが大きな負担と
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なっていることが問題となっております。こうした中、令和４年

６月にスポーツ庁から「運動部活動の地域移行に関する検討会議

提言」が提出され、文化庁においても同年８月に「文化部活動の

地域移行に関する検討会議提言」が出されたところであります。

さらに同年 12 月には、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の

在り方等に関する総合的なガイドライン」が策定されました。ガ

イドラインには、「令和５年度から令和７年度までの３年間を改革

推進期間として地域連携・地域移行に取り組みつつ、地域の実情

に応じて可能な限り早期の実現を目指す」ことが示されました。

また、議員御案内のとおり、現在、部活動改革に伴う学習指導要

領解説の見直しが行われており、地域クラブ活動の位置付けや学

校との連携の在り方等をさらに明確にするため、関連の記載が見

直される予定であります。 

 一点目の「令和４年９月議会で、平川議員の質問に対し『令和

７年度を目処に休日の部活動を地域移行し、持続可能となるよう

な体制づくりを進める』と答弁されているが、現在の進捗状況は

どうか。また、本件に関連した協議会が開催されていると思うが、

同会議で方向性や将来の計画は示されたのか」の質問でございま

すが、令和４年９月定例議会一般質問における平川議員の「中学

校の今後の部活動について」の質問に対し、「スポーツ庁と文化庁

の有識者会議において、令和７年度を目処に休日の部活動を地域

に移行する体制づくりが提言されている。中学校の部活 動のスポ

ーツや文化に親しむ意義を改めて見直し、中学校だけでなく町内

の文化活動に関わる団体や体育協会等、多くの関係機関の御協力

をいただきながら、生徒がいろいろな部活動の中から自主的に選

択して参加することができ、そしてその部活動が持続可能なもの

となるような体制づくりに向けて検討をしてまいります」と答弁

しております。 

 現在の進捗状況でございますが、令和５年度に有識者、学校関

係者、スポーツ・文化関係者等を委員とする「森町地域クラブ活
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動推進協議会」を設置し、これまで３回の会議を開催して協議を

行っております。町の計画や取組状況を町民の皆さんにお知らせ

するため、広報もりまち 12月号と町ホームページに「中学校部活

動の地域移行について」を掲載いたしましたので、佐藤議員も御

覧いただいたかと思います。今回、中学校部活動の移行スケジュ

ールとしてロードマップを公表いたしました。現在地である本年

度は、地域移行に向け、中学校において合同部活動を推進すると

ともに、移行の取組として地域クラブ活動の推進体制、指導体制

の整備や運営体制の検討を行っているところです。協議会では、

少子化が進み、子供の人数が少ない森町の現状を踏まえまして、

将来的には中学生の年代だけではなく、幅広い年代が一緒に活動

し、子供たちがスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことが

できる機会の確保を目指していくことを方針とし、協議しており

ます。また、将来の計画につきましては、協議会で決定した移行

スケジュールに基づき、令和 10年度を目標に、今ある部活動を段

階的に地域クラブ活動へ移行していく計画で進めております。 

 二点目の「磐田市教育委員会並びに掛川市教育委員会は、部活

動地域移行に関し、課題である指導者確保のため、指導者バンク

を設けその確保に努めており、指導者登録がある。森町における

指導者確保のための取組はどうか伺う」につきましては、森町に

おきましても、12月から地域クラブ活動の指導者募集を開始いた

しました。指導者募集のチラシを作成し、町内回覧やホームペー

ジで呼び掛けているほか、町の施設にも配架しております。 また、

各スポーツ団体や森の夢づくり大学の教授などにも配布していき

たいと考えております。なお、今回の募集につきましては、応募

後直ちに指導を開始していただくものではなく、まずは、どのよ

うな種目の指導者が存在するのかを把握することを目的としてお

り、今後の地域クラブ設置に向けた取組であります。町では、地

域クラブ活動の試行として、複数のスポーツ・文化芸術活動を体

験できるクラブの設置を検討しております。今後、応募いただい
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た人と面接を行い、実施可能な活動を選定していきたいと考えて

おります。また、現在中学校で行われている部活動の種目を指導

できる人におかれましては、外部指導者として関わっていただく

ことも想定しておりますので、多くの人に応募していただけるよ

う、周知してまいります。 

 三点目の「掛川市には、公認地域クラブが 39あるが、2026年夏

ころには 70超になるものと見込まれている。森町には現在いくつ

の公認地域クラブが登録されているか。また、今後公認地域クラ

ブの登録予定はあるか伺う」についてでありますが、一般論とし

ての「公認地域クラブ」について御説明いたします。公認地域ク

ラブは、地域移行の段階において、設定要件を満たす中学校部活

動に準じた活動を行う団体を、市町が独自に公認し、適切な地域

クラブ活動の運営ができるよう活動への支援等を行っているもの

です。認定の要件は、主なものを例として挙げますと、国や市町

のガイドラインに準じた活動を行うこと、規約や会則等に基づき

適正に団体の運営がされていること、市町が指定する指導者研修

の受講またはスポーツ、文化芸術指導者資格を有している指導者

が携わること、適切な活動時間や休養日等を設定していること等

であり、公認する市町が認定要件を設定します。また、公認した

市町では、活動場所の優先使用や使用料の減免、活動の広報等の

支援を行っていると伺っております。森町には現在いくつの公認

地域クラブが登録されているかとの御質問でございますが、森町

では現時点において今申し上げた内容での公認地域クラブはござ

いません。自治体の規模や中学生の人数、母体となる組織の有無

等、地域によって状況が違うため、部活動の地域移行の取組み方

も様々であります。総合型地域スポーツクラブがある地域は連携

したり、スポーツ協会や文化財団が運営主体となって進めている

事例もあります。また、地域には以前から中学生を指導している

民間クラプやスポーツ・文化芸術団体がある中で、公認や登録の

考え方も市町それぞれであります。掛川市のように数多くの団体
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を公認地域クラブとして登録している自治体がある一方で、新た

な地域クラブを新設するとともに既存のスポーツ団体やスポーツ

少年団、生涯学習講座も地域移行後の受け皿と位置づけて取り組

んでいる自治体もございます。本町においても、子供の人数や活

動しているスポーツ・文化芸術団体数等の現状を踏まえ、公認の

考え方や持続可能な地域クラプ活動について検討しているところ

です。引き続き全国の取組事例を参考に、協議会で協議しながら

検討を重ねてまいります。 

 四点目の「近隣市は 2026年夏ころを目途に中学校の部活動を廃

止して、地域クラブに完全移行する計画があるが、森町として完

全移行する計画はあるか。また、完全移行する場合は、部活動と

学校教育の関係はどのようになるのか伺う」について申し上げま

す。 

 一点目の御質問で移行スケジュールについて申し上げましたよ

うに、令和 10 年度に地域クラブ活動へ完全移行することを目指

し、可能な部活動から段階的に移行していく計画で進めてまいり

ます。今ある部活動は、合同部活動を推進し外部指導者の充実を

図りながら、受け皿となる地域クラブを設置していきたいと考え

ておりますが、指導者や活動場所の確保、保護者の負担等、課題

の解決には困難が予想されます。したがいまして、活動が少人数

で指導者や活動場所が確保しやすいクラブやスポーツ少年団等の

活動実績があり、中学生を受け入れられる体制があるクラブ等を

中心に、地域クラブ活動としての環境づくりをした上で、可能な

部活動から順次、地域移行してまいりたいと考えております。ま

た、部活動と学校教育の関係についてでございますが、これまで

学校教育におきましては、部活動を「教育課程外の学校教育活動」

と位置づけ、「スポーツや文化・科学等に親しませ、学習意欲の向

上や責任感、連帯感の涵
かん

養
よう

等、学校教育が目指す資質・能力の育成

に資するもの」として取り組んでまいりました。今回の地域移行

の取組により、部活動が学校教育活動を離れての活動となります
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ので、これまでの学校教育の位置づけとは違った役割が期待され

ます。今までの中学校での部活動は学校規模や教職員指導者の条

件等により活動種目や活動場所が限定されたものでありました

が、地域クラブには学校部活動の種目以外の多種・多様な活動が

生まれる可能性がありますので生徒にとって選択肢が広がるとい

うメリットがあります。部活動の地域移行が契機となって、生徒

の興味・関心が高まり、新たな学びや経験を広げる良い機会とな

ることが期待されます。さらには、中学生年代だけでなく、永く

将来にわたりその活動に関わることができるようになったり、今

までの活動では関わりの薄かった地域の小学生、高校生、社会人

等、幅広い世代とのつながりが生まれたりすることが期待できま

す。今後、地域での多様な体験や様々な世代との豊かな交流を通

した学びの場となることが期待できる地域クラブ活動に、家庭・

地域・学校それぞれの立場から連携・協働しながら地域全体で取

り組み、「地域に根ざした持続可能な森町ならではの地域クラブ」

として、今までの学校教育とは違った新たな役割を果たすことが

できるよう検討してまいりたいと考えております。以上申し上げ

まして答弁といたします。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）３番、佐藤明孝君。 

（ 佐藤明孝  君 ）それでは一点目の関係から再質問させて

いただきます。 

 まず令和５年から令和７年の３か年というのは、改革の推進準

備期間と位置づけされております。これに関しては、この期間内

の取組というのをもう一度お願いしたいと思います。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）社会教育課長。 

（ 三澤由紀子 君 ）社会教育課長です。 

 佐藤議員の御質問にお答えします。 

 国の方針が出されてからですけども、町では学校教育課、社会

教育課が一緒になって検討を開始しております。令和５年度に入

りましてからは、総合教育会議で説明させていただいたりしてお



- 30 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

りますが、または近隣の市町と情報共有したり、そういったとこ

ろで、まずは学校の校長先生や部活担当の先生とも打合せをした

りする中で、森町としてどう取り組んでいくか検討を続けてまい

りました。令和５年度にこの取組を推進するために、森町地域ク

ラブ活動推進協議会を設置しまして、ここからは先ほど答弁で申

し上げましたように、３回にわたり協議会を開催し、いろいろ検

討してきております。協議会は３回開催しておりますが、少し協

議会の中身について触れさせていただきたいと思います。 

最初ですけども、本年２月 19日に第１回の協議会を開催させて

いただいております。その際に議題としては、この協議会設置の

目的、それから、森町のスポーツ・文化の活動状況について、今後

の取組について、そういったところを議題として話合いをしてお

ります。この時につきましては、第１回の会議であり、協議会の

目的や委員の役割、町が目指す将来的に中学生の年代だけでなく、

幅広い年代が一緒に活動し、森町の子供たちがスポーツ、文化芸

術活動に継続して親しむことができる機会を確保するということ

について、事務局から最初に説明をさせていただいております。

それから、森町におけるスポーツ、文化の位置づけ、各種団体の

活動状況、それから中学校部活動の現状について報告させていた

だいております。今後の取組を検討するに当たりましては、移行

スケジュール案を委員の皆さんにお示しし、意見をいただいてお

ります。 

次に令和６年度に入りまして、第１回の協議会を６月 19日に開

催しております。その時の議題につきましては、年度が変わりま

したので、令和６年度の中学校部活動の状況について、地域クラ

ブ活動の移行スケジュールについて、令和６年度の取組について、

この三つについて協議させていただいております。前回の第１回

の協議会で出された意見を反映した移行スケジュール案を改めて

提示しまして、協議し決定しております。このスケジュールにつ

いては、先日、広報もりまち等でも公表させていただいたものに
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なります。そして、このスケジュールに基づきまして、令和６年

度に取り組むべき内容について検討させていただきました。 

それから、本年度の第２回の協議会につきましては、10月３日

に開催させていただきました。議題としましては、中学校部活動

の３年生が抜けて新体制になっておりますので、その部活動の状

況について、それから中学校部活動の段階的移行について、地域

クラブ活動認定の課題について、指導者の募集についてを議題と

させていただいております。この時は、委員であります校長先生

から中学校における段階的移行の考え方や課題が示されまして、

それを共有させていただきました。それから、９月にスポーツ少

年団や体協競技部との意見交換会を社会教育課において行いまし

たので、そのことについて報告させていただき、森町として地域

クラブをどう位置づけるか、課題を整理し、検討する必要がある

ということを共有させていただきました。それから、指導者の募

集方法についてもこの場で協議させていただき、いろいろ検討し

た中で、今回 12月に指導者募集を開始したところでございます。 

 このように協議会で、いろいろ課題等を共有しながら意見をも

らって、検討を進めてきております。今の取組状況ということで

すので、スケジュールに示させていただいて、ロードマップに示

してあるのですけども、令和５年度につきましては部活動の現状

把握や部活動の課題整理等を行っておりまして、令和６年度に入

りまして、学校においては、合同部活動の推進ということで、合

同練習とか、合同チームとかそういったところを学校において進

めていただいております。また社会教育課、学校教育課両課にお

きましては、今後地域クラブをどういったものにしていくかとい

うところ、両課にわたって教育長を交えながらいろいろ協議を進

めている段階でございます。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）３番、佐藤明孝君。 

（ 佐 藤 明 孝 君 ）既に３回の協議会が開かれていることは

今お聞きしました、分かりました。 
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 それで、この協議会の委員ですが、有識者、学校関係者、スポー

ツ、文化関係者等を委員とするとこのようになっております。学

校関係者は、何となく分かりますけれども、その他の有識者がど

ういった人を指すのか、またスポーツ、文化関係者等につきまし

ては、今現在義務教育課程の生徒さんを相手とする今回のこの協

議会でございますから、そういった面に関しての経験的なもの、

経験法則的なものはどうなのかというところをちょっと改めてお

聞きしたいと思います。委員の関係についてでございます。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）社会教育課長。 

（ 三澤由紀子 君 ）社会教育課長です。 

 ただいまの佐藤議員の協議会のメンバーというところで、御質

問にお答えしたいと思います。 

 まず、学識経験者としましては静岡産業大学スポーツ科学部教

授に入っていただいておりまして、会長を務めていただいており

ます。それから、もう一人学識研修経験者として部活動顧問経験

者であります教員ＯＢ、校長先生も経験している人ですけど、そ

の人に入っていただいております。それから、体育協会会長、文

化協会会長、あと学校関係としましては旭が丘中学校、森中学校

の校長先生それぞれと、ＰＴＡの代表者それぞれの学校から出て

きております。当初はこのメンバーでスタートしたのですけども、

本年 10月からいろいろな事例を見まして、高校との連携も考えて

いきたいとことでお声掛けしまして、遠江総合高校の教頭先生に

も加わっていただいております。メンバーとしてはこういう顔ぶ

れになっております。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）３番、佐藤明孝君。 

（ 佐藤明孝  君 ）分かりました。そういった人々でしたら

非常に良いかなと感じる次第でございます。 

 それでは二点目の指導者の関係について再質問させていただき

ます。 

 12月から既に募集を開始しているとこのようになりました。私
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も広報もりまちのＱＲコードからの指導者募集欄をちょっと拝見

させていただきました。それを見ましたら、いろいろ条件的なも

のがたくさん書かれていたのですけれども、この中で教育長の御

答弁の中にもあったのですが、やはり今まで学校教育に携わった

ことがない、そういったスポーツ経験者、指導者が今回指導者と

してもしも採用されるということになりますと、やはり感情盛ん

な中学生を相手にするということになりますから、研修等がどう

しても必須的なものになるのではないかと感じます。答弁の中に

は研修等もお言葉もありましたけれども、ただＱＲコードの中で

は、この研修という内容の言葉も全く出ていなかったものですか

ら、その点についてもう一度改めてちょっと研修等はどんな計画

をもって、またどんなところを研修項目としてやるのかというと

ころをちょっとお聞きしたいと思います。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）教育長、野口和英君。 

（ 野口和英  君 ）教育長です。 

 ただいまの佐藤議員の御質問にお答えします。 

 まず、今回の募集につきましては、候補者となりうる人材を発

掘するというところが一番の目的でございますので、募集した人

が即座に指導者になるということではないということはまず御承

知おきいただきたいと思います。研修内容としましては、実施す

る内容としましてまだ確定したものではございませんけれども、

まず森町の地域クラブとしての理念をしっかり理解していただく

ということ、勝利至上主義に走らないとか、適正な活動時間、休

養、活動場所の条件とか、そういったものについての理解を図っ

ていただくこと、それからやはり例えばスポーツであれば、運動

生理学、あるいは栄養学等もその対象となるでしょうし、救護に

関する、救急救命に関するような条件についても、研修内容とし

ては当然入ってくるであろうと思われます。また種目によっては、

国あるいは協会のライセンス等が必要になってくるものもあろう

かと思いますので、そういったものの確認、それから大会に参加
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する、中体連に参加するにあたっては細かな条件がいろいろござ

いますので、そういったことに対する周知徹底、そういったもの

を研修内容としては予定されるのではないかと考えております。

以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）３番、佐藤明孝君。 

（ 佐藤明孝  君 ）今回の指導者の募集云々については、候

補者となりうる人材の確保のためというところで今お話を伺いま

した。これにつきましては、例えば最終的に指導者として採用い

たしますという状態になった場合については、ライン的なものが

もう既に設けられているのか、ここら辺のラインの人だったら、

指導者として合格でしょうというところが設けられているか、ど

うかその点をちょっと簡単にお聞きしたいと思います。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）教育長、野口和英君。 

（ 野口和英  君 ）教育長です。 

 ただいまの佐藤議員の御質問にお答えします。 

 まだ現時点では、具体的にどこまでのラインであれば、指導者

として採用になるのかというのは、まだございません。ただ、現

在の部活動の基準に準じた内容となると思いますので、その辺の

ところの理解がある人というのが、最低条件となります。したが

って、例えば勝利至上主義に走らないということがございますの

で、ものすごく競技性を高めることを目的にしたような指導者は、

指導者の条件としてはふさわしくないと考えております。現在で

は、そのぐらいの内容に控えさせていただきます。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）３番、佐藤明孝君。 

（ 佐藤明孝  君 ）今のところはそういった境界的なものは

設けられていないということですが、やはり現在の中学校の部活

動のそういった状況で指導的なものを参考にしてということで分

かりました。 

それで、学校の教員の先生の働き方改革等もあって、今回部活

動の地域移行というのが提案されているものと考えております。 
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 これにつきましては実は磐田教育委員会で、中学校の先生にア

ンケートを取ったと、その結果、休日の日でも引き続き部活動を

指導したいという形で希望している人はわずか２割程度しかいな

かったということで、ほとんどの先生ができればやりたくないと

いうことらしいのです。しかしながらその反面、保護者にしてみ

ると、これはぜひ続けてもらいたいということで６割以上の保護

者については、地域移行について賛成をしているというこういっ

たアンケートが既に出ていいますけれども、この実情に関して、

教育長としては元教員の働き方改革もありますけれども、この結

果についてどう考えるか、ちょっと見解をお聞きしたいと思いま

す。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）教育長、野口和英君。 

（ 野口和英  君 ）教育長です。 

 ただいまの佐藤議員の御質問にお答えします。 

 地域移行した場合にその地域でクラブを指導したいかという教

員の割合が２割程度というアンケート結果につきましては、私も

承知しております。それが実態であろうと思っておりますし、他

の市町でも、やはりアンケートを見ると、そのような状況がある

と認識しております。やはり教員にとって、経験のある部活動を

指導できているかというと、ほとんどというか、必ずしもそうい

う実態はなくて、未経験者が競技の指導をする、あるいはかなり

家庭に負担を強いて、土日の指導を行うと、あるいは平日におき

ましても、勤務時間を超えて指導をしているという実態がござい

ます。そのような指導を今後も続けたいという希望が２割という

のは、正直なところであるだろうなと思っております。 

 また、昨日も実は現在の中体連の会長・理事長が来庁し意見交

換をしたのでありますけれども、やはり自分の学校の子供たちが

所属しているクラブであれば、指導したいと思うけれども、ほか

の学校の子供たちまで、自分が住んでいる居住地でない地域で活

動するのには抵抗があるというような意見もあると伺っておりま
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す。したがって、やはり教員に指導を全て任せるという時代はも

う無理なのかなと思っておりますので、幅広くいろいろな人材を

発掘する必要があろうかと思います。したがいまして、今後地域

クラブとしては、現在の部活動にある種目とは違ったものを多く

取り入れていく、生涯学習、生涯スポーツの観点からいろいろな

種目にチャレンジできるようなメニューを増やしていくというこ

と、そして多種多様な人材を確保するということが必要になって

くるであろうと考えます。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）３番、佐藤明孝君。 

（ 佐藤明孝  君 ）分かりました。 

それで、これは私が県の教育委員会からいただいた資料ですが、

実は令和６年６月時点におきまして、地域スポーツクラブ活動へ

の移行に向けた実証事業の実施予定先というものがございます。

静岡県は 35市町あるのですが、この中でわずか８市が候補地とし

て名乗りを上げているのですが、この中で西部方面は磐田市と掛

川市だけです。したがって町としては、静岡県、一つもございま

せん。幸い近隣に磐田市、掛川市で実証事業の予定地ということ

で指定されておりますから、これにつきましては、ぜひ、この掛

川市なり磐田市なりの事業の進め方を参考にしていただきたいと

思いますが、これについてちょっと協力的なことをやっていただ

きたいということでお聞きしたいと思います。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）教育長、野口和英君。 

（ 野 口 和 英 君 ）教育長です。 

ただいまの佐藤議員の他市との連携についての御質問でござい

ますけれども、これにつきましては、現時点でも既に情報交換を

行っております。御前崎市から湖西市までの市との情報交換会も

行っておりますし、磐田市、袋井市は定期的に担当者、課長が情

報交換を行いまして、それぞれの進捗状況について確認を取り、

できるだけ磐田市、袋井市とは、歩調をそろえて進めていきたい

と思っているところでございます。 
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 社会教育長からも補足いたします。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）社会教育課長。 

（ 三澤由紀子 君 ）社会教育課長です。 

ただいまの教育長の答弁に追加する形になりますけども、それ

こそ磐田市、掛川市と森町は抱えている課題も違いますし、子供

の数や現在活動している団体の数も違うものですから、なかなか

同じように取組ができるかかといったら、そういったことではあ

りませんので、広域で意見情報交換会も行った中で、いろいろ近

隣の情報は聞いておりますが、その中でも磐田市、掛川市のよう

に団体が既にいくつか地域クラブとして登録されて、開始を始め

ているところに比べますと、まだまだ森町はちょっと検討段階で

ありますので、実証事業とかそういったところに手を挙げて、進

めていくという段階にはありませんが、また袋井市などの情報も

いただいておりますので、そういった中でまずは森町としてどう

いった地域クラブが良いのか森町の規模とか状況に合わせたもの

をまずはしっかり検討して、それから他市を参考にしながら取組

をしていきたいと考えております。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）３番、佐藤明孝君。 

（ 佐藤明孝  君 ）他市との連携については今お聞きいたし

ました。 

 それでは、今回のこの地域移行に関して、国とか県からは、地

域の実情に合ったような検討をお願いしたいという通達もなされ

ていると思います。ちょっと確認のためにお聞きしたいのですが、

この森町の実情に合ったとなりますと、どういったところがそう

いう形になるのか、近隣市との違いがどういったところになるの

かというところをちょっと確認の意味でお聞きしたいと思いま

す。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）社会教育課長。 

（ 三澤由紀子 君 ）社会教育課長です。 

 佐藤議員の御質問にお答えします。 
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 森町の実情にあったというところでございますが、今抱えてい

る課題について少し説明させていただきたいと思います。部活動

の地域移行や地域連携という言葉のとおり、地域の指導者による

活動に展開していく取組でありますが、当然受け皿がなければ活

動できませんし、持続可能な運営でなければならないと思ってお

ります。今ある部活動は段階的に移行していく計画であります。

しかしながら、全ての種目において、受け皿となる地域クラブが

できるかは指導者があってのことであり、現時点では分からない

ところがあります。また地域クラブ活動はこれまで部活動になか

った種目も幅広く設置していく考えでありまして、子供たちの選

択肢が増える一方で、一定数の人数が集まらないクラブが発生す

る可能性もございます。活動日が重ならなければ、複数のクラブ

に参加することも可能ですけども、団体競技は特に地域クラブを

作っても、チームが組めるかという心配があります。意見交換会

を行った中で、小学生のアンケートを実施してはという声もあっ

たのですけども、今の段階ではどのようなクラブを設置できるか

明確でないため、今後の進捗状況に応じて必要性を検討していき

たいと考えているところであります。地域クラブの設置にあたっ

ては、当然、活動場所も必要になるため、学校施設や公共施設の

利用についても新たなルールづくりが必要だと認識しておりま

す。また、子供たちの移動手段につきましても、山間地を抱えて

おりますので、あわせて検討が必要と思っております。それから

保護者の費用負担についても理解を求めていく必要があります。

これらの課題については、ごく一部でありますが、大前提としま

して、森町の子供たちが不安に思うことなく、希望する活動に継

続して参加できる環境をつくることを第一に考えなくてはいけな

いと思っておりますので、こういった課題を一つ一つ解決して前

に進めていかなければいけないということは認識しております。

以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）３番、佐藤明孝君。 
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（ 佐藤明孝  君 ）森町が抱える実情というのは、今お聞き

しまして分かりました。 

 それでは２番についてはこれを最後にしたいと思いますが、地

域移行という名称で今進んでおりますけれども、この名称が地域

連携とか地域協働とかいろいろな形で名称変更のことも議題にな

っていると思いますが、森町としては最終的にどのような形の名

称するのかということはもうお決まりでしょうか。その点だけ最

後にお願いします。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）学校教育課長。 

（ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。 

 ただいまの議員の地域移行、地域展開とか、いろいろな言葉が

ありますけども、森町がどの方向へ進んでいくかという御質問に

お答えいたします。 

令和４年に示されたスポーツ庁、文化庁の方針では、地域移行

という言葉がまず謳われまして、学校の部活動を地域へ移してい

くというような、移行ですのでそのような方針、矢印のような学

校から地域のクラブへというような形で示されておりました。今

まで町での検討もその示された方針を森町としてどのように取り

組んでいくかということを前提として検討しておりますので、ま

ず移行するという前提です。今までの御質疑のとおり、周智地区、

県下のほかの町でも年度は違いますけれども、将来的には、地域

クラブへ移行するということで進めております。ただ御案内のよ

うに、ここ 12月２日ぐらいから国で有識者会議が開かれて、今ま

での取組を検証する中で、実証実験等を全国的に展開する中での

課題点というのを洗い出して、今後の方針につなげるというよう

なことが検討されているという情報が来ております。その中で確

たる文書、指示等がまだ出ているわけではないので、印象的なも

のでしかはないのですけれども、地域展開というような言葉、今

までは地域移行であったものが地域展開という言葉を使うという

ようなこと、というのは、学習指導要領におきましての位置づけ
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もあわせて検討されているというようなことですけれども、その

中では、学校から地域という矢印、二極化の移行ではなくて、徐々

に展開していくということなので、学校、地域、家庭とか、そうい

ったものを含めて、いろいろ広げていくというような関わりの中

で、学習指導要領の中でも謳われるという方針であるということ

を情報として聞いておりますので、今のところ、森町の検討は地

域移行というようなイメージで取り組んでまいりましたけれど

も、今後のそのような流れの中で取組をまた検討していきたいと

考えております。今のところの説明している内容は、地域移行と

いうことで念頭に進めているところでございます。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）３番、佐藤明孝君。 

（ 佐藤明孝  君 ）分かりました。 

 それでは次に三点目の質問に行きたいと思います。公認地域ク

ラブの関係です。 

 今のところ、森町では全くこれが設けられていないとのことで

す。公認地域クラブ、公認するには、先ほど教育長おっしゃって

くれたように認定要件というのが、やはり各自治体で定める内容

的なものがあるのです。認定要件、その中の一つの先ほど私質問

いたしました研修会をやるべき必要があるというところもありま

すけれども、掛川市はさっき説明したように、もう既にたくさん

用意されております。しかしながら今からこの公認地域クラブと

いうのを設定するとなると、かなり時間かかるかなと思うのです。 

 地域移行について、本当に受け皿となるのがこの地域クラブで

すから、をもう少し早めにこの地域クラブを選んでいただきたい

と思いますが、見通し的なものをちょっと伺いたいと思います。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）社会教育課長。 

（ 三澤由紀子 君 ）社会教育課長です。 

ただいまの佐藤議員の御質問にお答えします。 

 公認の方向性とか見通しということでございますが、これまで

の検討状況について少し説明させていただきます。 
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 議員おっしゃるとおり、掛川市や磐田市が既に地域クラブの公

認クラブ、加盟クラブといった名称で活動を開始しておりますの

で、森町としましても、スポーツ少年団等の既存団体や新設クラ

ブの認定要件について、先ほど協議会の議題としてもちょっと説

明しましたけども、検討は始めていたところでありましたが、９

月に体育協会等の既存団体の意見を伺う中で、教育長も申し上げ

ましたとおり、勝利を目指す団体にとっては国が示すガイドライ

ンの遵守が困難であるということ、また中学生を受け入れること

で、これまでの会費や指導者の報酬の考え方を見直さなければな

らないこと、また事務的な作業の負担が増えるのではないかなど

多くの課題があるということをその意見交換の中で把握しまし

た。公認する以上、要件の設定が必要になってきますけども、こ

の認定要件が厳しいと、クラブ数を確保できないという可能性も

ございます。考えるべきなのは子供たちの活動の場をどう確保す

るかということでありますので、公認ありきではなく、公認しな

くても、町にはこういう団体があるのですという紹介とかもでき

ると思うのです。既に民間のクラブチームとかが子供たちの選択

肢としてある中ですので、どういったところを公認して、公認し

したところだけ地域クラブとして認めて活動してもらうのかとか

そういうことではなく、子供たちがどう活動場所を選択していけ

るかというところも踏まえまして、まだ検討段階ではありますけ

ども、そういったところを考慮しながら森町の状況において、検

討していきたいという段階ですので、ずっと先送りするわけでは

なく、いろいろ考えてはいますので、その辺を整理しながら、子

供たちにとっていいものを考えていきたいと思います。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）３番、佐藤明孝君。 

（ 佐藤明孝  君 ）分かりました。 

 先ほどの社会教育課長の御答弁の中で、地域クラブの意向に関

して保護者等に対する負担的なものをちょっと御了解願いたいと

いうお話がちょっとありました。この保護者の負担等については、
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今私が話した公認の地域クラブ認定された場合には、その支援策

として、保護者の負担軽減を図るという意味のものも実はあるの

です。認定を受けた場合については保護者負担の軽減とか、継続

的な運営、今お話があったようなクラブ運営等の事務手続き等に

関しても支援をしなければいけないといところがありますけれど

も、公認しなくてもよい選択肢もあるというお話だったのですが、

こういった場合になりますと、今度はクラブのあり方そのものが

ちょっと中途半端にならないかなとこういう気持ちにもちょっと

なってしまうのですけれども、そこら辺のお考えはどうでしょう

か。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）教育長、野口和英君。 

（ 野口和英  君 ）教育長です。 

 ただいまの佐藤議員の御質問にお答えします。 

 公認する、しないというのは非常に難しい問題がございますけ

れども、現在でも、例えば硬式野球でいえば、森町ではありませ

んけれども、リトルシニア・ボーイズ等の団体がありまして、そ

ういった団体については当然受益者負担でありますし、また今後

地域クラブと認定しなくても、そういったクラブはそのまま今の

活動を目指してチャンピオンシップで進めていくということにな

ろうかと思います。地域クラブにおいては、チャンピオンシップ

ではない生涯スポーツ、生涯学習の観点に立ちますので、例えば

要保護家庭、準要保護家庭の人については、支援策も当然必要に

なると考えますし、施設の優先利用あるいは学校施設を利用する

であれば減免措置とか、文化会館にしてもそのような減免措置が

当然ついて回るであろうと思っております。したがいまして、地

域クラブについては、当然町としての支援は必要になってくると

考えております。どのような条件がクラブとしては認められるの

かということは今後しっかりと検討してまいります。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）３番、佐藤明孝君。 

（ 佐藤明孝  君 ）分かりました。 
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 それでちょっと話前後してしまうのですが、先ほどの指導者の

確保の関係について一点だけ言い忘れたことがあって、実はこの

指導者の関係については、スポーツとか文化芸術等の経験者が一

番望ましいとは思うのですが、この中で実は他県においては現役

の大学生を中学校の部活のスポーツ、文化的なものの指導者とし

て来ていただくという計画をしているところも実際にあるので

す。そういうところもあるということであるならば、森町におい

ても学生さんに来ていただく、そういったところが実現できれば、

教員を目指すという学生さんの良い経験にもなるのではないかな

と思うわけです。ただでさえ教員不足で、静岡県は教員の採用試

験を５月に前倒して実施しているということもありますから、そ

ういったことも踏まえた上で、ぜひ学生さんを指導者として招い

ていただくという考え方、これについてちょっと伺いたいと思い

ます。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）学校教育課長。 

（ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。 

 ただいまの地域の指導者の確保の中で幅広い人材をという御提

案がございました。実際今検討しております協議会におきまして

も、静岡産業大学の先生もいらしておりますし、また遠江総合高

校の先生も委員としていらっしゃっております。あと、地域で今

実際に小学生を対象に活動しているクラブの人もいらっしゃいま

すので、幅広い世代で関係を持つ中で、それぞれが指導したり、

指導されたりというような関係の中で、地域の中での取組に取り

組むことによって、幅広い活動に広がることを期待しております。

以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）３番、佐藤明孝君。 

（ 佐藤明孝  君 ）委員の中にそういった先生が実際いらっ

しゃるならば、そういった話もぜひしていただいて、将来の教員

の確保も踏まえた上での指導的なものを依頼していただくという

ところをお願いしていただければと思います。 
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 時間的に最後の質問になります。最終的には、各地域実情が確

かにございます。掛川市、磐田市と森町やはり違います、いろい

ろな面で違うと思います。しかしながら、義務教育課程の生徒さ

んに市町が違うことによって差が生まれてしまうということ、こ

れはやはりなるべくならば本当に避けていただきたいという強い

気持ちでいるものですから、最後にこの市町における生徒さんの、

確かに立場も違う、町も違いますけれども、その差をつけないた

めには、つけられないためにはどういうところに注意するかとい

うところを最後の質問にしたいと思います。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）教育長、野口和英君。 

（ 野 口 和 英 君 ）教育長です。 

 ただいまの佐藤議員の御質問にお答えします。 

 地域格差をつけてはいけないという御質問であろうかと思いま

すけれども、現在、森町では中学校二つございまして野球部が既

に合同部活動を行っており、また、陸上も合同練習を定期的に行

っていると、来年の夏には女子バレー、それから男子バスケも合

同部活を、来年の夏以降の新人戦から進めていくという予定でご

ざいますので、現在の部活動をやっている子たちにとっては不利

益が生じないようにします。ソフトテニスは部員数が多いもので

すから、それぞれの部活動でそれぞれ進めていくとことになりま

す。そして現在の野球、バレーについては、例えば少年団でその

まま中等部として指導していく人がいらっしゃれば、それをクラ

ブとして移行していくということも可能ではないかなと思います

ので、競技性を高めたい人にとっては、その活躍の場はそのまま

継続できるように、こちらとしてもできるだけ支援を、協力をお

願いしていくと考えます。またそれとは別にレギュレーション的

な種目をやりたい子ということにとってはそれぞれのメニューを

用意するということにしまして、幅広く選択肢が残るように、努

力をしてまいる所存です。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）３番、佐藤明孝君。 
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（ 佐藤明孝  君 ）最後の質問と言ってしまいましたが、付

属でもう一点だけです。 

 今教育長がおっしゃったようにバレーとか野球とかという団体

競技の場合はいいと思うのですけれども、やはり個人競技となる

と、すごく少人数で限られてきてしまいます。こういった人々が、

やはり置いてきぼりを食うと、例えば剣道とか柔道をやる、二人

とか３人ぐらいしかいないといった場合については、またそうい

うところである程度差が出てきちゃうのかなとも思いますので、

ぜひそういった少人数で行う部活についてもちょっと考え方をお

願いしたいと思います。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）教育長、野口和英君。 

（ 野 口 和 英 君 ）最後の御質問ですけれども、確かに団体

種目と個人種目ではやはり立場が異なってまいります。個人種目

については、複数選択できるようなマルチスポーツという観点で

いくのがいいのではないかと思います。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）引き続き一般質問を行います。 

 ６番、岡戸章夫君。 

 質問は一問一答方式です。 

 登壇願います。 

（ 岡 戸 章 夫 君 ）６番、岡戸です。 

 通告のとおり、行政による山林の買取り制度についてを一問一

答形式にてお伺いします。 

 近年、山林所有者より、所有する山林を森林組合や町に寄附し

たい、または買い取ってくれないかとの声が聞かれるようになっ

てきました。この背景として、一つ、所有者が森町から離れ、実質

的な山林管理ができなくなってきていること、二つ、代々山林を

受け継いできた所有者が、木材価格の低迷により、山林の所有が

負担になってきていることなどがあり、全国的な問題ともなって

きています。そのような中で、兵庫県佐用町では、このような問

題解決策として「佐用町町有林化促進事業」と称した山林の引取
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り事業が進められています。調査させていただいたところ、とて

も良い制度と認識しましたので、森町でも導入できないか、町長

の考えを伺います。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）ここでしばらく休憩します。 

（ 午前１１時４７分 ～ 午後 １時００分 休憩 ） 

（ 𠮷筋惠治  君 ）休憩前に引き続き会議を再開します。 

 町長、太田康雄君。 

（ 太 田 康 雄 君 ）岡戸議員の「山林の買取り制度について」

の御質問にお答えいたします。   

 長引く木材価格の低迷は、山林所有者の林業経営に対する意欲

を低下させているとともに、山林所有の意識をも低下させ、相続

された山林所在地が分からないといった一部所有者もいる状況で

あり、充分な管理ができていない山林が発生していることは、森

林の持つ多様な公益的機能を損なうことにつながる点でも危惧さ

れることであると認識しております。  

 さて、議員が調査されました兵庫県佐用町で行っております取

組につきましては、職員も調査に同行させていただき、その報告

を受けたところでございます。佐用町で行われております「佐用

町町有林化促進事業」につきましては、「佐用町森づくり基本条例」

に基づく森林整備促進のため、所有者による経営管理が困難な山

林の町有林化を促進することにより、将来にわたって健全な森林

として経営管理するとともに、所有者不明の森林や放置林を解消

することを目的に取り組まれております。町有林化の方法は、譲

渡によるもので、寄附又は売買で行われており、売買の場合は土

地１平方メートル当たり 10 円と定め、立木が生育している場合

は、立木密度や杉、ヒノキといった樹種により１立方メートル当

たり 100 円から 750 円としております。なお、この事業は、令和

14 年度までの 10 年間の期限が設けられているとともに、山林の

町有化の面積が民有林面積の２割に当たる 5,000 ヘクタールに達

するまでとされております。 
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 では、佐用町がこの取組を始めた背景について申し上げます。

佐用町は、兵庫県の西端で岡山県と県境を接しており、地形は中

国山地の東端部に連なる西播磨
は り ま

山地を源として北から南に千種川

水系が中央を貫流しており、北部には日名倉山をはじめ、標高 600

メートル以上の山々がそびえ、中部には河川の流域に沿ってなだ

らかな丘陵地があり、集落や農地などが分布しております。平地

の占める割合が少なく、山林などの自然的土地利用がその多くを

占めております。人口は１万５千人、面積は 307.44平方キロメー

トル、森林面積は 241.61 平方キロメートルで町域の 81 パーセン

トを占めております。森林面積のうち人工林が 122. 22平方キロ

メートルと 50 パーセントで、その６割以上が 50 年生でございま

す。 

このような佐用町において、平成 16年に台風による風倒木被害

が発生し、倒木処理が行われた面積は 246 ヘクタールにも達した

ことに加え、平成 21 年には最大時間雨量 89.0 ミリメートル、24

時間最大雨量 326.5 ミリメートルの豪雨により、林地荒廃 152 か

所、死者・行方不明者 20人、住宅被害 1,790棟という甚大な被災

を受けたことにより、健全な山林の重要性に着目し、平成 24年度

から「森林経営計画制度」による間伐施業の推進、「林地台帳の精

緻化」による精度の高い林地台帳の整備、「兵庫県民緑税事業」に

よる災害に強い森づくりの推進など、各種事業に積極的に取り組

まれております。そして令和２年度には、森林の木材生産機能の

みならず、水源涵
かん

養
よう

や土砂災害の防止、地球温暖化の防止等多面

的な機能を発揮させることに努めるとともに、持続可能な開発目

標（ＳＤＧｓ） に貢献するため、森林の保続培養、林産物の安定

供給の確保、林業の発展及び林業者の福祉の増進を図るべく、町

における森づくりの羅針盤として「佐用町森林ビジョン」を策定

し、①「災害に強い森づくり」、②「木づかいと交流の街づくり」、

③「森・街・未来を繋
つな

ぐ人づくり」の三つの重点理念と、それによ

る、利益や恩恵が所有者や住民に「還る森」へを目標と定めてお
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ります。 さらに、令和３年度には、①「森林の有する公益的・多

面的機能の発揮」、②「町・森林所有者・町民の責務や役割を明記」、 

③「豊かな環境、資源および文化をはぐくむ森林の保全、創造、次

世代への継承」を目的とする、「佐用町森づくり基本条例」を定め、

町の役割、所有者の役割、町民の役割を明確化し、町の森林に対

する意思表示を行っております。 

こうした取組のもと、令和元年に森林所有者に対して行われた

アンケート調査では、山林の所有を負担に思われる人が 46パーセ

ント、 自分で管理する意向がない人が 90 パーセント、全ての山

林を手放したい人が 28パーセント、手放したい山林がある人が 19

パーセント、将来的に自ら管理ができない人が 69パーセントとの

結果等から約７割の人が所有森林を放置しており、さらに、森林

所有者の３分の１が森林を手放したいと考えていることが明らか

になりました。森林を手放したいと考えている所有者が今後、森

林を適正に維持管理することは考えにくいため、それらの森林の

管理方法が課題となっており、対策として森林経営管理制度が導

入されたところではありますが、制度をそのまま運用することは、

経営委託期間満了後の森林の管理方法等において課題を残すこと

となるなど、長期的に見ると支障をきたす可能性が高いため、長

期的に森林の維持管理が可能となる制度を創設することとし、そ

の方策の一つとして、これらの町有林化に向けた制度が検討され、

令和４年４月１日から町有林化促進事業がスタートしておりま

す。令和４年、令和５年の実績は、寄附で 109件、138.7ヘクター

ル、売買で 281件、680.9ヘクタール、令和３年以前の寄附を含め

全体で 400件、840.5 ヘクタールとなっております。また、購入額

につきましては、土地で 6,526 万円、立木で１億 482 万円で、そ

の財源には町有のメガソーラーによる売電収益と森林環境譲与税

が充てられているとのことでございます。 

さて、議員御質問の「同制度を森町でも導入できないか」という

ことでございますが、まず、森町における森林整備への取組につ
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いて御説明申し上げます。 

本町における森林・林業関連施策の方向や森林整備に関する指

針は、「森町森林整備計画書（現計画期間は、令和６年４月１日か

ら令和 16年３月 31日）」に定めており、この計画の対象となる森

林は、民有林 9,162 ヘクタールで、その大部分は杉、ヒノキを主

体とした人工林であり、面積は 6,983 ヘクタールで、民有林の約

76パーセントとなっております。そして、人工林の約 93パーセン

トは 40年生以上と、資源として成熟しており、積極的な利用が望

まれるものですが、小規模の森林所有者が多く、計画的に森林施

業が行われていない状況である等の課題があります。また、カー

ボンニュートラルに寄与する森林吸収源の確保や近年頻発する集

中豪雨等による災害の多発化・激甚化対策としての、水源の涵
かん

養
よう

や土砂の流出・崩壊防止等、森林の持つ公益的機能の重要性や木

材増産の必要性が益々高まってきております。こうしたことから

森町は、全域において水源涵
かん

養
よう

機能が高い森林を持つ地域であり、

その機能が効果的に発揮されるよう、適切な整備・保全を推進す

る一方で、特に北部地域の三倉・天方地区においては、林業に必

要な木材等生産機能を発揮させるため、路網整備や森林施業の集

約化を進め、形質の良好な木材を搬出できる森林を目指すことと

し、当計画期間中に年間約 7,000 立方メートルの木材生産の目標

が達成できるよう関係機関と協力し、取り組んでいくこととして

おります。さらに、平成 28年度から森林認証制度を活用した森林

経営を掛川市等と共同で実施しており、持続可能な森林管理を推

進していくとともに、認証材を活用した地域材のブランド化に向

けた取組を強化していくことに加え、令和元年度から交付されて

おります森林環境譲与税を活用した事業を進めることとしており

ます。森町といたしましては、この計画に沿い、北部三倉・天方地

区においては、国の補助事業である「森林環境保全直接支援事業」

や「林業・木材産業成長化促進対策事業」等を活用し、令和元年度

からの５年間で約 261 ヘクタールの面積で間伐した木材を搬出す
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る「搬出間伐」を実施し、森林整備と木材生産を行っております。

また、南部地区におきましては、令和元年度から橘地区の一部の

森林 138ヘクタールの所有者 62人を対象に、今後の森林管理に関

する意向調査を行い、調査の結果、53人の森林所有者から町への

整備委託の希望を受け、令和２年度から令和４年度まで森林整備

を行う必要性を洗い出す現地調査を実施してまいりました。その

後、現地調査の結果を踏まえ、所有者に代わり直接町が間伐等に

よる整備を実施する「公益的機能向上森林整備事業」に令和５年

度から取り組んでおります。この事業の組立てにつきましては、

公益社団法人静岡県山林協会の森林整備アドバイザーの協力を得

て行っており、激甚災害の影響もあり、整備箇所の森林所有者 10

人とは、令和６年７月１日付で協定を締結させていただき、令和

５年度繰越事業分と令和６年度事業分を合わせて 17.61 ヘクター

ルの森林整備を進めているところでございます。なお、令和７年

度以降につきましては、90.89 ヘクタールの整備を予定している

ところでございます。さらに、風倒木の送電線への影響による停

電の発生を予防することを目的とした、「インフラ保全森林整備事

業」も公益的機能向上森林整備事業と同様に令和５年度から取り

組んでいるところでございます。このほかにも、森林
も り

づくり県民

税を財源に、荒廃した森林の再生を目的とした県が事業主体であ

る「森の力再生事業」による森林整備も森町内の各所で実施して

おります。 

山林所有者には、それぞれの事情があり「森林組合や町に寄附

したい、また買い取ってくれないかとの声が聞かれるようになっ

た」とのことでございますが、町で把握しておりますものといた

しましては、相続や売買等により森林の所有者に変更があった際

に提出を求めている「森林の土地の所有者届出書」の提出時等に、

山を手放したいという相談が年に二、三件ほど寄せられておりま

す。そうした案件につきましては、山林の所在地や面積、立木の

状況、町が寄附を受けることによるリスク等を鑑み、 物件毎に寄



- 51 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

６番議員 

 

 

 

 

 

 

附の受領について判断をさせていただいております。しかし、森

林は個人所有の資産でありますので、まずは林業経営の専門家で

あります森林組合等が、林業経営体等とのマッチングを通じた山

林所有の継承を図っていただけることが理想であると思うところ

でございます。 

  町といたしましては、現状では、山林を自ら購入し経営を行っ

ていくまでの施策が構築できているわけではなく、積極的に町有

林化を推進する方針等もありませんので、現時点では山林の買取

り制度をすぐに導入することは困難であると考えております。し

かしながら、令和４年には、昭和 49年の七夕豪雨以来となる甚大

な被害が発生し、続けて令和５年にも大きな被害が発生したこと

は、気候変動等による影響もさることながら、一部の森林が不健

全な状況になっていることも少なからず被害拡大の要因の一部で

はないかと推測されるところでございます。森林の多面的機能を

総合的かつ高度に発揮させることは重要な課題であり、森林が森

町にとっても重要な財産であることを認識しつつ、町の役割、所

有者の役割、町民の役割を整理する中で、改めて現状での課題把

握や分析、本町ができる取組や森林経営管理制度の運用等につい

て、研究・検討をしてまいりたいと考えるところでございます。

当然その際には佐用町の制度及び制度構築にいたる検討経緯等に

ついても参考とさせていただきたいと思います。以上申し上げま

して答弁といたします。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）６番、岡戸章夫君。 

（ 岡戸章夫  君 ）６番、岡戸です。 

それでは、再質問させていただきたいと思います。 

 まず、この質問についてですけれども、あまり普段は表に出て

こないような、ある意味地味な内容ではありますけれども、森町

にとっては大変大きな問題であると思っておりまして、答弁の中

でありましたように、11月６日に私と森町森林組合長、財政課長、

それから政策企画課長に御同行いただき、兵庫県佐用町様に視察
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に伺ってきました。それを基に、森町での導入について町の考え

を今回伺っている次第です。 

そこでまず、実際に森町森林組合にどれくらい問合せや相談が

来ているか、グラフにて御覧いただきたいと思います。平成 28年

から表しておりますが、実際には十数年前から毎年１件から２件

くらいは問合せがあったようです。そのため、当時はその程度だ

ったので、特にデータ取りはしてこなかったところ、令和３年、

令和４年頃から急に問い合せが増えだして、担当者も危機感を募

らせ、現在は詳細を記録しているとのことです。その結果、令和

５年には５件、令和６年は既に８件の問合せが来ており、内容的

には所有が負担であり、寄附や買取りができないかとの相談だそ

うです。令和５年、令和６年の合計 13件のうち、寄附もしくは買

取りを希望される人が５件、それから買取りを希望される人が８

件とのことでした。しかしながら現状ではそれに応える制度もな

く、森林組合としても断らざるを得ない状況とのことであります。

先ほどの答弁にも、町への問合せも一、二件毎年あるとのことで

すので、状況をある程度共有できているのかなと思います。その

結果、推定ですけれども、ここ数年で相当数の山林が町外の、例

えば不動産会社等に渡っているのでは、ということも担当者から

は聞いております。 

そこで質問ですけれども、森町の山林が、例えば町外の不動産

会社等に売却されている状況を、町としてどれくらい把握されて、

いるのか、それからこのような状況をどう認識しているのか、ま

ずお伺いしたいと思います。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）産業課長。 

（ 栗 田 俊 助 君 ）産業課長です。 

 ただいまの岡戸議員の再度の質問にお答えさせていただきたい

と思います。 

 森町の山林が町外の人に売買されていると、どのように認識し

ているかというような御質問かと思いますけども、先ほど町長の
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答弁の中でありましたとおり、今、町で把握できているのが、相

続等によって町に提出いただく森林所有者届というもので、今現

在、所有者を確認させていただいているところでございます。過

去見ているわけですが、町外の人に売買で渡っているというのは

あまりなくて、現在の提出の状況を見ますと、ほとんどが親から

子供、相続人に所有者が変更されているのが多く見受けられると

ころでございまして、町外にどれだけ物件が異動されているかと

いうところは、現時点では正確には把握できていない状況でござ

います。そういった状況でございますので、今のところ、どのよ

うに認識しているかということでございますが、そのような届出

の中身を見ながら、今後分析等もしていかなければいけないかな

ということで、今のお話を聞いての感想ということで、今後対応

していきたいということでございます。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）６番、岡戸章夫君。 

（ 岡戸章夫  君 ）個人情報等もありますので、あまり踏み

込んだことはここでも言えないところではありますけども、実際、

森林組合の担当者さんとしては、相当数の物件が町外の所有者に

わたっているということは把握しているようでございます。 

それでは、ここで問題提起されたところの何が問題かというの

をちょっと整理してみたいと思います。まず、山林の管理が疎か

になる可能性がある。それによって災害の被害拡大につながるお

それがある。二つ目として、所有者の把握が難しくなる。所有者

との連絡が取りづらくなるおそれがあるということで、例えば不

動産会社等にわたりますと、当然売買によって利益を得ているた

め、転売が続いていくと所有者を追いづらくなることが予想され

ます。それから三つ目で、境界の問題など、法的なトラブル発生

のおそれがある。これは境界などについてはっきりと売買のとき

に合意などしておればよいのですが、そこの辺が曖昧であると、

誤って伐採してしまった場合などのトラブルにもなりかねない。

それから四つ目として、外国資本、外資系資本にわたることによ
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る望まざる開発行為や水源問題などの問題が発生するおそれがあ

るということで、太田川水系は答弁にもありましたように、水源

涵養
かんよう

によって保たれている、特に北部の森林環境が守られている

からこそであって、こういった法規制を抜けた開発行為などがあ

った場合など、許しがたい事態も想定されるということです。ち

なみに林野庁の統計では、外国法人又は外国人と思われる者によ

る森林取得事例は、平成 18 年から令和５年の間で 358 件、2,868

ヘクタール、それから国内の外国資本と思われるものによる森林

取得の事例は 334件、7,211ヘクタールとのことで、こういった統

計も出ておるので、よく北海道などは、報道でも耳にすることあ

りますけれども、決して森町でもそういうことが起こらないとも

限らないということを認識する必要があるのかなと思います。最

後に、これらの問題により自治体に予期せぬコストや負担が発生

するおそれがあるのではと、こういった問題の可能性があるとい

うことで対策を必要とをすると私は考えております。それで、そ

ういった背景を基にこれらの解決策として視察に伺った佐用町の

取組が参考になるわけです。 

 町長の答弁にありましたように立地的に佐用町は兵庫県の岡山

県と隣接したところにございます。地形的には山林に囲まれた町

ということで、東西に中国自動車道があってインターチェンジも

ございます。それから智頭急行、それからＪＲの姫新線なども通

っておりまして、町の中央部に佐用駅という駅がございまして、

そのちょうど向かいに佐用町の役場、それから森林組合がござい

ました。この佐用町は、人口約１万 4,800 人、面積が約 307 平方

キロメートルで、山林割合が約 81パーセントということで、森町

と比較すると、とても類似した自治体であることが地形的、それ

から人口の動態からも分かると思います。これも答弁ありました

ように、佐用町町有林化促進事業のざっくりしたあらましです。

令和２年から開始されております。きっかけは、平成 16年、平成

21年と度重なる豪雨等により多大な発生災害が発生したことによ



- 55 - 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

産業課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るとのことで、もちろんそれまでも交付金を活用した山林の整備

を進めてきていますけれども、森林整備の大切さを痛感したとの

こと、それから森林所有者が引き続き管理できるかを令和５年に

アンケートを実施したとのことです。回答の 1,847 人のうちの約

７割が管理できないとの回答をされておりました。それらを受け、

令和３年に森林ビジョンを策定、令和４年に森づくり基本条例を

施行し、町の森林に対する意思表示をされてきております。この

森づくり基本条例は森林に対する町の役割、所有者の役割、町民

の役割を明記したものであって、個人的にはこの事業を進める上

で軸になっていると感じました。 

 そこで質問ですが、森町でもこの買取り制度を導入する、しな

いに関わらず、こうした森林ビジョン、最低でもこの森づくりに

対する条例が必要かと思いますがいかがでしょうか。これについ

ては、財政課長と政策企画課長、それぞれ視察された感想も踏ま

えてちょっとお願いしたいと思います。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）産業課長。 

（ 栗 田 俊 助 君 ）産業課長です。 

 ただいまの条例制定の意向はどうかというような御質問だと思

います。 

 基本条例の制定につきましては、先ほどお話出ましたように町

の表明とか、基本的なものを示すものでございまして、基本理念

や町、森林所有者、町民、事業者の役割などの特筆した条例制定

が必要になってこようかと思います。 

 現状、森林法の規定により策定されております森町森林整備計

画において森町における森林林業を関連政策等の方向や森林整備

に関する指針を示しておりますので、現在、国の補助事業である

森林環境保全直接支援事業等をはじめ、そういった事業等を活用

して、森林整備を行っておる状況でございます。森林整備は、現

在、町といたしますと計画的に事業を進めていると考えておりま

す。条例を制定することについては、特筆した条例制定の背景、
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それから目的等が必要になってこようかと思いますので、現時点

では、そういった状況ではないのかなと考えております。なお、

今後まちづくりを推進していく中で、そのような状況になったと

いう判断がされる場合には、町全体のバランスを考慮して、検討

していきたいなと考えております。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）財政課長。 

（ 鈴 木 俊 久 君 ）財政課長です。 

 岡戸議員の感想も含めた意見という形での御質問だと思いま

す。 

 まず感想につきましては、同行させていただきまして、非常に

先進的な取組であるなと実態を感じております。また東京大学の

大学院農学部生命科学研究科の先生もこの佐用町については調査

研究をしておりまして、ここでも独自の取組の制度であるので、

今後の成果に期待したいというような意見も設けられているとい

う状況でありますので、一定の成果が今後出てくることが期待さ

れるのではないかなと感じております。そういう中で森町におい

て同条例のような森づくりの条例を作ったらどうかという御質問

に対しての私の現在の所感でございますが、まず、一つ目としま

して、山の中には現在環境林と経済林という形がありまして、環

境林には主には自然保護ですとかそういった点が多いのですけれ

ども、森町においては古くから林業が行われている、昭和初期か

ら林業が行われている中で、経済林としての促進が非常に進んで

いるのではないかなと思っております。そういう面では経済林と

して、本来所有者が自分の資産を形成するための財産として作ら

れた経緯をもう一度しっかりと所有者には御認識いただいて、そ

の上でどう経済を回していくかというところを、まずは所有者自

身にも考えていただきたいという点がございます。そして、佐用

町の条例の中で出てきました行政の役割がどういったものか、そ

れに加えて、町民の役割と所有者の役割というのがあります。そ

うすると町民に役割としてお願いしていく部分がありますので、
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まずは広く町民にこの森づくり条例の基本となるような考え方に

ついての御理解をいただくことが前提に必要かなと、その上で所

有者は所有者で、当然所有者に責務が及ぶものですからそういっ

た所有者の理解も得る必要があるというようなことを考えます

と、なかなか作りましょうと言って作れるものではないかなと思

いますので、まずは広く森町における森林のあり方、そして個々

の皆さんの意識の統一というのを進めた上で、地盤が整った上で

の森づくり条例の作成という形に行くのではないかなと思うとこ

ろがございますので、まず条例を作るという第１段階ではないの

かなと感じているということでございます。それから、管理の関

係、町外の流出等についての考え方でございまして、森町の三倉

地区におきましては、ほとんどが保安林という形で制限がかけら

れております。そうするとなかなかその制限のかかったところの

森林を外国資本だとか違法な開発を目的とするような人がそこを

積極的に求めてくるかというと、ちょっと難しいのかな、困難で

はないかなというに考えているものですから、まずは町長の答弁

の中にもありました、もし森林が管理できないのであれば、その

所有を間に入って事業体等がコーディネートしていただいて、適

切に管理ができるところへ所有を移転していただくというような

方法を、まずは支援していくことが先になるのではないかなと考

えているということでございます。 

 当然、佐用町につきましては森町と状況が似ているところであ

りましたが、佐用町については、人工林が 50パーセント、天然林

が残っているということでございますが、言い換えれば経済林と

しての植栽が困難な地域が多かったのかなと思うという面では、

現在の異常気象や災害の多発も当然生まれてきている、そういう

状況があるのではないかなと感じているということでございま

す。以上です。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）政策企画課長。 

（ 森 下 友 幸 君 ）政策企画課長です。 
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 岡戸議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 森林整備に伴って、条例とか、ビジョンとか、そういったもの

の作成をということでありましたけれども、それについては産業

課長からお答えしましたので、省かせていただきまして、私から

は同行させていただきました佐用町の視察の感想について、少し

お話させていただきたいと思います。 

まず、特徴的だなと思ったのは、森林組合を訪問させていただ

いた時に、森林組合長が佐用町の町長が務めていらっしゃるとい

うことです。それが特別なことだったのかということを確認しま

したら、兵庫県では組長さんが森林組合長を務めるのが一般的で

あるということで、これは静岡県と状況がかなり違うなという印

象を持ったところです。それから、佐用町のこの取組のきっかけ

となったものは町長の答弁にもありましたように、平成 16年と平

成 21年に、町を襲ったかなり深刻な風水害ということで、役場も

浸水をするとか大変な死者が発生するとかというそういったもの

だったということです。その災害の原因というものが、森林管理

をそれまで怠ってきたということで、それが原因であったという

ことです。その反省に基づいて、町の森林を何とかしなきゃいけ

ないという、役場だけではなくて、町民を含めたコンセンサスが

あるのではないかなと感じたところです。それから、もう一つ感

想も持ちましたのは、町が主体となって、森林を管理していく、

それも早生樹木、早く育つ木、特にユーカリを用いるということ

でしたけれども、そういった林業を自ら行っていくということで

ありましたけれども、その背景として兵庫県内では、バイオマス

発電が積極的に行われていて、燃料としての材木の需要がしっか

り見込めるという前提があるということでした。振り返って静岡

県ですと、隣の袋井市にフォレストエナジーという新たなバイオ

マス発電施設ができますが、まだ始めたばかりという感じではな

いかなと思って、ちょっとそこら辺は兵庫県と状況が違うかなと

感じたところであります。雑駁
ざっぱく

な感想になってしまいましたが私
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から以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）６番、岡戸章夫君。 

（ 岡 戸 章 夫 君 ）ありがとうございました。参考にさせて

いただきたいと思います。 

 続けて、やはりこういった事業をなかなか森町でもやるのは難

しいというところでございますけれども、やはりこういった事業

を進めるには、財源が当然必要となってくるところであります。

それで令和元年から令和５年までの静岡県各市町の森林環境譲与

税の執行率が県より出されていますので、少し紹介したいと思い

ます。令和５年までに県内市町へ譲与された額は約 51億円で、全

体の執行額は 42 億円、全体の執行率は約 82 パーセントとのこと

です。森町は右端で一番赤いところで、執行率は 44パーセントと

出ています。森町の場合は今後の森林整備に向けて基金への積立

てを行っているため、このような執行率となっていると思われま

すけれども、今後も概ね毎年 2,500 万円ほどの推移で譲与される

見込みとのこともありますので、あまり基金への積立ては考えな

くていいのかなと思います。実際佐用町では、先ほどの事業に満

額森林環境譲与税を充てておるということもおっしゃられており

ました。 

 ちょっとここで質問ですけれども、少し勘ぐると言ったらなん

ですが、直近で使い道が定まらないので、とりあえず基金に積み

立てているのではと思ったりもしますけれども、そのような考え

はないのでしょうか。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）財政課長。 

（ 鈴 木 俊 久 君 ）財政課長です。 

 岡戸議員の質問にお答えします。 

 森林環境譲与税が基金に積み立てられているということでの御

質問でございますが、岡戸議員の話の中にもありましたとおり、

今後の林業整備についての財源にしていくということでございま

す。町長の答弁の中にもありましたとおり、現在、橘地区で事業
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を進めております。令和７年度以降につきましては、90.89ヘクタ

ールという面積を予定をしております。こういったところの整備

の財源としてはやはり基金が必要になりますので、当然必要額と

して押さえておきたいという財政的な運営を考えた積立てでござ

います。またあわせて、インフラ保全の森林整備事業ということ

でこれも町長の答弁の中にございましたが、風倒木の影響で電線

にかかって停電が発生するというのがここ数年来の台風や豪雨等

で起きております。こういった停電もあらかじめ予防的に伐採を

しておくことによって防げるということで、こちらについても森

林環境譲与税を使った取組をさせていただいております。また当

然、林業の振興に資するために林道の整備、そういった点にも森

林環境譲与税を上げさせていただいておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。なお、森林環境譲与税 2,500 万円という

話ありましたが、満額になりますともう少し増えるもので、ちょ

っとうろ覚えでありますが 3,500 万円ぐらいは入る予定をしてい

るのではなかったかなと思っております。以上です。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）６番、岡戸章夫君。 

（ 岡 戸 章 夫 君 ）確認させていただきました。 

 それからこの制度の財源の関係でもう一つ、町有林化すること

により税収への影響も考えられます。これについて後日、佐用町

さんに伺ったところ、このような回答をいただきましたので、少

し紹介したいと思います。税収については当然、町有林化した部

分の固定資産税は歳入減少となります。この点も制度設計上議論

いたしましたが、山林に係る固定資産税額は微々たるものである

ことに加え、これ以上の効果を発揮できるというトップの判断で

す。なお、担当としては、買取り金額プラス税収減以上の経済効

果を生み出すよう努めていきたいと考えています。たくさんの自

治体が興味を示されていますので、陰ながら応援いたしますとの

ことで、一つ参考にしていただければと思います。 

 最後になりますけれども、このような事業について出口戦略は
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どう考えたらいいのかというのは、当然出てくると思います。要

は町が山林を買い取ったとして、その後どうするということです。

災害予防に向けて整備していくということは非常に分かりやすい

と思うのですけれども、そのほかにどういう取組や活用があるか、

ちょっとここで紹介したいと思います。 

佐用町さんでもここは課題として挙げられていて、先ほど政策

企画課長からもちょっとお話ありましたように、一つの取組事例

として、早生樹、早生ユーカリの育成に取りかかっているとのこ

とです。早成樹というのは杉やヒノキなどより早く育成、生育す

る樹木を言いまして、植えてから回収するまでのサイクルが非常

に早いため、収益率アップの可能性も上がるのではとのことでし

た。またＣＯ２吸収への期待もされるとのことです。これについて

は、ここも共通点が多いなと思ったのですけれども、実は中部電

力さんも早世桐
ぎり

の実証実験をこの近くで進められています。この

写真は９月に中部電力さんが浜岡にて育てられている早生桐の補

助を三倉地区連絡協議会にて視察に伺ったときの様子です。右に

立っているのが私ですけれども、私の隣の木は２年半で約直径 20

センチほどに育っており、非常に今注目を浴びている事業の一つ

かなと思っております。 

それともう一つ、これも森林の新たな活用事例ということで、

左は賀茂郡松崎町の「山伏トレイルツアー」ということで、それ

から右側、山梨県市川三郷町の「市川公園ＭＴＢフィールド」と

いうことで、森町でもミリオンペタルバイクパークがオープンし、

もう既に年間数千人の利用客が訪れているとのことで、大変こう

いった森林を活用したアウトドアの分野の取組に期待を持てるの

ではないかなと思います。こういったことが森林においてもいろ

いろな角度から取組がされていますので、今後の森林の政策にも

ぜひ活用していただきたいなと思います。 

政策企画課の職員もこの右側の市川公園に視察に行ったと伺っ

ておりますけれども、その辺、何かその時の様子を少し教えてい
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ただけるとありがたいですけど、ざっくりで大丈夫です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）政策企画課長。 

（ 森 下 友 幸 君 ）政策企画課長です。 

 岡戸議員の御質問にお答えします。 

 市川三郷町の市川公園ＭＴＢフィールドの視察でありますが、

私も参加する予定でいましたが、ちょっと私用で行けなくなった

ものですから、担当者から伝聞で聞いているわけですけれども、

まず市川公園というところが、合併後うまく管理できていなくて、

使用されていなかったところ、それを山守人というＮＰＯ法人が

借り受けて、初心者向けのＭＴＢのフィールドとして、まず整備

したと。それでそこだけでＭＴＢの活動をするだけではなくて、

近隣のその付近の山をトレイル、走るルートとして整備して、そ

こを起点に、いろいろな上達のレベルに応じた、初心者コースか

ら中級者コース、上級者コースを用意してやっているということ

で、まだ始まったばかりの取組ということでありました。森林の

活用方法として、今まではどうしても営林だとか、その経済林と

しての視点が多かったのですけれども、自然を楽しむ、それから

人々のアウトドアアクティビティを提供するということで、新た

な取組だと報告を聞いて感じたところです。ですので、森町にお

いても何らかのこういった取組ができたらいいなという印象を持

ったところです。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）６番、岡戸章夫君。 

（ 岡 戸 章 夫 君 ）若干買取りのところから外れたかもしれ

ませんけども、その後の活用についてもちょっと触れさせていた

だいたところです。 

 まとめに入りたいと思うのですけれども、今こうしてやりとり

をさせていただいて、やはり感じたのは現場の相対している森林

組合さんと町の皆さんが考えているところとちょっと温度差があ

るのかなと、私も森林組合さんの人たちと話していると、やはり

相当危機感を持っているように感じました。そういったところで
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 議  長 

確かに森町にもこの森林整備計画書ございますけれども、これを

見ても、あくまでもこれは所有者さんがはっきりしていて、フェ

イストゥフェイスでいろいろやって計画を一緒に進めていくとい

うことができる形の計画書となっておるので、目の前にその一緒

に計画をやっていきましょうという相手が見えなくなる、いなく

なるというところが今後増えてくると、この整備計画もブラッシ

ュアップしていかなきゃいけないのかなと思ったりも感じており

ます。そこで今言ったように、ちょっと温度差があるのかなと私

は今日のやりとりをして感じましたので、一度森林組合さんとそ

ういった実態を踏まえて、行政側の産業課になるのか、財政課に

なるのかあれですけれども、一応打合せ等をいただいて、まずは

森林組合さんが感じている、把握している内容とか、一度実態を

把握していただきたいなと、そういう機会を設けていただきたい

なと思うのですけれども、これについてはいかがでしょうか。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）産業課長。 

（ 栗 田 俊 助 君 ）産業課長です。 

 ただいまの岡戸議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 当然、森町で主に林業ということで間伐等、森町森林組合にお

願いをしていろいろな事業をやっていただいておりますので、い

ろいろな担当者とはお話はしながら、いろいろな事業を森林組合

にお願いしている部分もあるものですから、お聞きしながらとい

うような話はしているのですが、今議員からお話がありましたの

で、またどういった内容についての話が、どこら辺が食い違って

いるかというのがちょっと分かりませんけども、日頃とまた別に

話合いの場が持てていけるようなことがあれば、双方、森林組合

さんの気持ち等もあればお聞きする機会等もしていきながら進め

ていきたいと思っております。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）ここでしばらく休憩します。 

（ 午後 １時５７分 ～ 午後 ２時１０分 休憩 ） 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）休憩前に引き続き一般質問を行います。 
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町  長 

 11番、西田彰君。 

 質問は、混合方式です。 

 登壇願います。 

（ 西 田 彰 君 ）11番、西田彰でございます。 

 私は２問質問させていただきます。 

 １問目は、マイナ保険証利用に伴う紙の保険証廃止による町民

への影響についてを質問いたします。 

 12月２日をもって、紙の保険証が発行停止となった。政府はマ

イナンバーカードの取得は任意と法律でも謳っている中で、いわ

ば強制的に紙の保険証廃止を強行いたしました。マイナンバーカ

ードの持つメリット、デメリット以上に保険証のカードをひも付

けは多くの国民、町民に不安を与えていると思います。 

 伺います。１、カード取得が法律でも任意となっているものを

いわば強制的にマイナ保険証とすることに、行政（首長）として

どのような認識しているのか伺います。２、森町のマイナ保険証

取得割合と利用率はどうか。３、町民の皆さんは森町病院をはじ

めとして、町内外の様々な医療現場に受診、検診に行かれている

と思います。紙の保険証は１年間、一部を除き使用できると思う

が、そこでのトラブル、例えばカード認証不可等、どのような対

応をしていくのか伺います。４、町民の健康に関わる問題である。

行政としても、紙の保険証存続を各市町と連携して要望すること

はできないのか。 

 続いて２問目です。災害用指定移動について、能登では大災害

で断水が起き、長期間続いた。このような事態を想定し、個人、民

間の企業が所有する井戸を利用できるように、災害用指定井戸と

いう対応をとっている自治体が見られます。 

伺います。森町でも、指定井戸を確保する対応はできないか。 

この２問でございます。よろしくお願いいたします。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）町長、太田康雄君。 

（ 太 田 康 雄 君 ）西田議員の御質問にお答えいたします。 
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初めに、「マイナ保険証利用に伴う紙の保険証廃止による町民へ

の影響について」申し上げます。 

 マイナ保険証に関しましては、議員御指摘のとおり、令和６年

12月２日から、全ての保険者（市町村国保、協会けんぽ、組合健

保、共済組合、後期高齢者医療保険）が発行しておりました被保

険者証の新規発行を取り止め、マイナ保険証を基本とする体制に

移行されたところであります。本町におきましては、今年８月に

交付した国民健康保険と後期高齢者医療保険の紙の被保険者証

は、最長令和７年７月 31日まで使用可能であることから、窓口に

おいては大きな混乱もなく、スムーズな対応ができている状況で

ございます。12月２日以降、新たに国保に加入された人や 70歳、

75歳になり、現在交付されている紙の被保険者証の有効期限を迎

える人には、マイナ保険証の有無に応じて、「資格確認書」又は「資

格情報のお知らせ」をお渡しして、今までと同様に医療機関への

受診可能な状況を提供しているところです。 

 さて、一点目の「マイナ保険証にすることについて、行政とし

てどのような認識でいるのかについて」でございますが、まず、 

マイナンバーカードの作成につきましては、「行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第 16条の

２第１項によりまして、あくまでも「申請に基づいて作成」する

ものと規定されていることから、マイナンバーカードと保険証情

報とのひも付けについても義務化はされておりませんので、強制

ではなく任意であると考えております。さらに 10月 28日からは、

現在マイナ保険証をお持ちの人でも利用について不安に思う人な

ど、保険証情報のひも付けを解除したい人は、「マイナンバーカー

ドの健康保険証利用登録の解除申請書」を提出することで解除で

きる仕組みも構築されたこと等を踏まえると、必ずしもマイナ保

険証を所有しなければいけないということではないことからも強

制とは認識しておりません。 

 二点目の「森町のマイナ保険証取得割合と利用率はどうか」に
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ついてでございますが、まず、マイナンバーカードの取得率は本

年 11 月 30 日現在、88.81 パーセント、県平均が 86.64 パーセン

トですので、県平均より 2.17ポイント高い取得率となっておりま

す。そのうち、保険証情報とひも付けをして、マイナ保険証にさ

れている人については、国保及び後期高齢者医療保険以外の人の

状況は確認ができませんので、国保と後期高齢者医療保険に加入

している人に限ってみてみますと、本年 10月時点で国保の加入者

3,746人のうち、登録者数については、2,719人で登録率が 72.58

パーセント、医療機関や薬局での利用率は、35.77パーセントでご

ざいます。後期高齢者医療保険につきましては、3,392人中登録者

数が 2,374 人で登録率が 69.99 パーセント、利用率が 29.80 パー

セントでございます。９月の全員協議会で６月時点の利用率を申

し上げましたが、６月時点が、国保が 19.42 パーセント、後期高

齢者医療が 13.65 パーセントでありましたので、国保及び後期と

も利用率が順調に伸びている状況であります。参考までに、公立

森町病院受診におけるマイナ保険証の最新利用率につきまして

は、11月１か月間で 37.26パーセントとなっております。また、

森町家庭医療クリニックでの利用率は 34.96 パーセントとなって

おり、全国平均がおよそ 15パーセントとの報道記事があることか

ら、両施設とも全国平均と比べて高い利用率となっております。 

三点目の「マイナ保険証使用時のトラブル等が発生した場合、

どのように対応していくのか」についてでございますが、まず、

想定されるトラブルですが、カードリーダー等の機器トラブルや

マイナンバーカードの汚損・破損によりカード情報が読み取れな

い場合や転職等により保険の手続きはできているけれども、デー

タは医療機関で確認できるまでに数日を要するため、オンライン

資格確認ができない場合などがあげられます。このような場合は、

マイナンバーカードと資格情報のお知らせを窓口に提示すること

で受診が可能となります。資格情報のお知らせには、受診時に必

要な保険者の記号番号や適用開始年月日、70 歳以上の人は負担割
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合が確認できますので、マイナンバーカードで住所・氏名・生年

月日を確認し、資格情報のお知らせで保険証情報を確認すること

で、カード情報が読み取れなくても受診可能となります。また、

資格情報のお知らせを持ち合わせていない場合や停電、ネットワ

ーク障害などの理由で、オンラインで資格確認ができない場合は、

受診する医療機関で「被保険者資格申立書」を記入し提出するこ

とで、本来の自己負担額で受診をすることが可能となりますので、

御安心いただきたいと思います。 

 四点目の「紙の保険証の存続を各市町と連携して要望すること

はできないか」についてでございますが、現時点では、マイナ保

険証をお持ちでない人については、紙の保険証と同じ役割を果た

す「資格確認書」が交付され、これまでと同様に受診することが

可能となっておりますので、議員御指摘の「紙の保険証の存続を

要望することについて」は、現時点では考えておりません。 

町としましては、現在、マイナ保険証を推進するにあたり、県町

村会を通じて、事務負担の軽減やシステムの安全稼働、マイナン

バーカードの取得率をさらに向上させるため、カードの利活用の

機会を増やすなど、住民がカード取得によるメリットを実感しや

すい施策を展開することなど、幅広い視点での要望を県内各町と

連携することで国に要望しております。また、マイナ保険証の制

度や利用に関しましては、広報もりまちの７月号や 11月号及びホ

ームページでも周知をさせていただいておりますが、引き続き町

民の皆様がマイナ保険証の利用に関しまして不安を抱くことがな

いよう、更なる周知に努めるとともに、窓口においては、引き続

き丁寧な説明、住民に寄り添った対応を心掛けてまいりたいと考

えております。 

  次に「災害用指定井戸について」申し上げます。 

 災害用指定井戸は、「防災井戸」、「災害時協力井戸」などとも呼

ばれるもので、災害時の生活用水として、誰もが無償で使うこと

ができるように、公共、個人、事業所が所有する井戸をあらかじ
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め登録し、公表する制度であります。登録を受けた所有者は、市

町が発行する「災害時協力井戸」という標識を自宅の門扉等に掲

示することとなっていて、災害が発生し、水道が使用できない場

合、共助として公平に井戸水を住民に提供していただく仕組みと

なっています。 

 能登半島地震では、約 13万戸が断水するなど甚大な被害が発生

し、地震発生から２か月が経過した３月時点でも約１万８千戸の

断水が継続しており、水の確保には大変な苦労があったとのこと

でございます。飲料水につきましては、給水活動や支援物資の供

給により不足することはなかったようですが、洗濯やトイレなど

に使用する生活用水に関しては、不足する状況が続いたとのこと

です。 

 さて、森町の災害時における生活用水の確保につきましては、

非常用給水タンクや防火水槽、プールの水などを使用できること

に加え、太田川をはじめとした多くの河川や農業用水、沢の水な

どを活用することが可能だと考えております。しかしながら、能

登半島地震の事例を鑑みると、生活用水の確保は非常に重要な課

題であり、災害時はどのような被害が発生するのか分からないた

め、生活用水確保の手段を多重化するという点で、災害用指定井

戸の活用は非常に有効であると考えられます。一方で、企業や個

人が所有している井戸を、不特定多数が無償で使用するためには、

所有者の協力が必要であることはもちろん、揚水ポンプなどの維

持管理、運用上のルール設定など、様々な課題もございます。 

 議員御質問の「森町でも『指定井戸』を確保する対応はできな

いか」についてでございますが、静岡県内においても災害用指定

井戸を活用している自治体がありますので、まずは、実際にどの

ような運用をしているのかを研究し、森町でも災害用指定井戸の

活用が可能であるのかどうかを検討してまいりたいと思います。

併せまして、町の公共施設の中にも、井戸水を使用している施設

がありますので、それらの井戸水が災害時に活用できるのかを検
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証し、可能であれば災害用指定井戸としての活用を検討してまい

りたいと考えています。以上申し上げまして答弁といたします。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）11番、西田彰君。 

（ 西田  彰  君 ）徐々にマイナ保険証の利用率も上がって

いるということで、今答弁がありましたが、ただ後期高齢者医療

の保険証の利用率は、国保よりも低い、またそれはある程度年代

を経て、使い方がよく分からないとか、そういったこともあるの

かなと思いますし、また、障がいがあったり、介護施設に入所し

ている人は、マイナ保険証を預けるということは、施設側もした

くないという声もあるようです。当然個人情報とか、そういった

暗証番号も聞いておかなければいけないということがあると思う

ので、その辺でこれ以上、混乱させるようなことではなくて、保

険証はやはり残すべきだと、これは政府が推し進めている中でや

ることですので、行政側ができないと言われるかもしれませんが、

やはり地方行政は町民のため、市民のためにある行政です。その

人たちが「ちょっとこれ、どうなるの」という不安とか、そういう

ものを持つというのは、非常にそれは行政としての役割とは外れ

てしまうと私は思っています。今後、この利用率が 100 パーセン

トになるということはあり得ないと思いますが、そういったマイ

ナ保険証を利用するのに難しいというような人たちの場合はどの

ようにしていくのでしょうか。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）住民生活課長。 

（ 鈴木知寿  君 ）住民生活課長です。 

 西田議員の御質問にお答えをいたします。 

 最初に、利用率が徐々に上がってきているという中で、後期高

齢者の皆さんの利用率が若干低いといったところでございます。

こちらにつきましては、国保と比較しますと、現在までの利用率

は低くなっております。やはり、こういったデジタルの推進の中

で、そういった高齢者とか若干そういったものが苦手というよう

な人もいらっしゃるといったようなところで、利用率が国保より
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も低くなっているのかなといったところで考えております。こう

いったところにつきましては、やはり御家庭で誰がサポートでき

る人がいらっしゃればあれですけれども、そうでないような場合

は、やはり電話あるいは窓口に来て、先ほども言いましたように、

役場の職員がより丁寧に、町民に寄り添った形で御説明・御案内

をして、不安を解消していきたいというように考えております。 

 それから、障がい、介護施設でマイナ保険証を預けるといった

ところで不安を抱えているといったところも、私も新聞記事等で

そういったものが載っていたのを読んで、現場もそういった視点

では困っているのかなといったところで、感じたところでござい

ます。国でもマイナ保険証を預ける、預けないといったところは

具体的な方針というのは出していなくて、そこの施設でどういう

考え方でやっていくのかといったところに委ねているというのが

現状だと思います。いろいろ言ったように、こういった制度がス

タートすると、やはり課題・問題というのはいろいろなところで

起きているといったところは実感をしているところでございま

す。それから、全体的な利用率が 100 パーセントに達するのは厳

しいといったところで、今後ですけれども、こちらにつきまして

は、やはり行政としてできること、マイナンバーカードのメリッ

トとか、先ほども言いましたとおり、周知・広報には努めるとい

うこと、それから国で推進しておりますので、それに対して町も

それに従うというわけではないのですけれども、やはりそういっ

た方針に準じて推進していくというのが、そういった視点で推進

していくといったところが、本来のものであると思いますので、

そこは利用率の向上に向けて引き続き努力はしていきたいと考え

ております。 

 また、デジタル弱者等につきましても、今、森町では高齢者、障

がい者、あるいは施設にいる人等につきましても、出張申請とい

うことで、マイナンバーカード欲しくても窓口に来られないとい

った人につきましては、職員がそういった自宅とか施設に訪問さ
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せていただきまして、そこで写真も撮らせていただいて、申請書

も記入してという形で申請も進めておりますので、高齢者や障が

い者の皆様にも寄り添った形の中で、また今後も対応を引き続き

検討していきたいと考えております。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）11番、西田彰君。 

（ 西田  彰  君 ）今私が言いました介護施設とか、そうい

った小さな病院でカードリーダーも負担がかかって、大きすぎて

入れてないよというところもあると思うのですが、そういったと

ころの声を聞くという行政側のそういった対応を今後やはりする

べきだと思いますが、いかがでしょう。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）住民生活課長。 

（ 鈴木知寿  君 ）住民生活課長です。 

 ただいまの西田議員の御質問にお答えをいたします。 

 カードリーダーの導入といったところで、町内でもカードリー

ダーを導入していらっしゃる医療機関、また逆に個人病院等でま

だカードリーダーも導入していないといったところもあるといっ

たところは認識をしております。病院の考え方等もあるかと思い

ますけれども、現状、カードリーダーもやはり当然高い備品、数

十万円する機械、器具ということもありますので、なかなか無理

にお願いといったところは町としてもできないといったところが

現状でございます。そういった中でも、今後さらにマイナ保険証

の普及推進が進んでいく中で、最終的に導入するか、しないかと

いったところは個人病院の判断になってくるのかと思いますけれ

ども、国では導入に向けて、医療機関でも努力をしていただきた

いというところは、通達も出ておりますので、そのような中で総

合的に判断をして、行っていただくといったところになろうかと

思います。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）11番、西田彰君。 

（ 西田  彰  君 ）小規模の病院というよりも、小さな町病

院で導入してないところもあるということですけども、森町病院
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では、朝の広報で院長が非常に利用率も高い、順調に使われてい

るというような話がありました。しかし個人病院では今言ったよ

うにカードリーダーもまだ入れてないと、そういったところがあ

ると、今答弁ありましたけども、森町の個人病院、ちょっと何件

あるか分かりませんが、どれぐらいがまだ入れてないか分かって

おりますでしょうか。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）住民生活課長。 

（ 鈴木知寿  君 ）住民生活課長です。 

森町の病院、それから個人病院含めた形の中ですけれども、12

病院ありまして、今把握しているのが９病院で導入をしていると、

３医院ではまだ未導入といったところでございます。それから薬

局につきましては、５局でカードリーダーを導入しているといっ

たところでございます。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）11番、西田彰君。 

（ 西田  彰  君 ）先ほど町長は解除も可能であると、だか

ら強制とは思っていないということでありますが、税金を多く使

って、その病院にも薬局にも、また個人病院にもカードリーダー

を入れてほしいということで、政府は税金を使い、導入していま

す。そういった中でほぼ強制のように、私は見ているわけです。

病院事務局長にお聞きしますが、例えば救急搬送の場合は、マイ

ナ保険証があっても改めて検査やそういった診断する必要がある

と言われますが、そのとおりでしょうか。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）病院事務局長。 

（ 朝比奈直之 君 ）病院事務局長です。 

 ただいまの西田議員の再質問にお答えいたします。 

 救急等で受診して、検査のデータがあった場合、もう一度検査

をしなくではいけないかどうかといった御質問かと思われます。

救急とか通常診療に関わらず、マイナ保険証をお持ちの人につき

ましては、カードリーダーで保険証を確認した時点で、診療情報、

過去のその病院以外の診療情報、あるいは検診結果、薬局での薬
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剤の処方状況、そういったものが全てその場で一括で確認できる

ということになります。検査結果等については、直近、他のとこ

ろで検査を行っている、検診を行っているといったことで、検査

結果の情報があれば、それそれに基づいて診療を受けると、検査

結果がなくて、検査が必要だと医師が判断した場合はもちろんそ

の場で検査を行うということになりますので、状況によっては改

めて検査が必要ないといったこともありますので、患者さんの負

担あるいは受診時間、それから救急で来た場合に、急いで治療処

置、診断をしなければいけないといったことについては、マイナ

保険証があることによって、治療は早く行われるといったメリッ

トがあると思われますので、そういった対応については、病院と

しても行っているところでございます。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）11番、西田彰君。 

（ 西田  彰  君 ）マイナ保険証を登録してない人は資格確

認書が届くわけですよね。それは申請しなくても、資格確認書は

発行するということですが、これは間違いありませんか。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）住民生活課長。 

（ 鈴 木 知 寿 君 ）住民生活課長です。 

 ただいまの西田議員の御質問にお答えをいたします。 

 マイナ保険証を持っていらっしゃらない人に対する資格確認書

の送付といったところでございます。こちらにつきましては、今

西田議員のおっしゃるとおり、マイナ保険証を持っていない人に

は資格確認書を送付するという形になります。現在、こちらにつ

きましては、国保、後期とも来年７月 31日まで紙の保険証を皆さ

んお持ちですので、その時が一斉更新になりますので、来年７月

31日ですので、７月 10日から 20日ぐらいには被保険者全てにマ

イナ保険証をお持ち人には、資格情報のお知らせ、それからマイ

ナ保険証をお持ちでない人につきましては、資格確認書を申請す

ることなく、皆さんに送付をするという形となっております。 

 現在、窓口では、例えば 12月２日以降に、紙の保険証をなくし
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てしまったから、再発行して欲しいといった人につきましては、

マイナ保険証を持っている、持っていないか確認させていただき

まして、資格確認書等発行しているという状況でございます。ま

た、社会保険から国保に 12月２日以降に加入された人につきまし

ても、保険証がないものですから、その人については現在は資格

確認書を発行していると、マイナ保険証の有無を確認して、発行

しているということで、一部の人には、資格確認書、あるいは資

格情報のお知らせを窓口で発行し始めているというところでござ

います。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）11番、西田彰君。 

（ 西田  彰  君 ）今、担当課から資格情報のお知らせとい

う答弁がありました。この資格情報のお知らせというものは、こ

れは資格確認書とは違うわけですよね。この資格情報のお知らせ

は、これ単体では使えないということですが、そのとおりですか。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）住民生活課長。 

（ 鈴 木 知 寿 君 ）住民生活課長です。 

 ただいまの西田議員からの御質問にお答えをいたします。 

 資格情報のお知らせは、単体で使えるのかといった御質問かと

思います。 

 資格情報のお知らせといったものは、これは単体では使えない

ものになっております。どういうものかというと、トラブルの時

にマイナ保険証を補完する、そういった証明書になっております。

したがいまして、資格情報のお知らせのみでは、受診はできない

といったところでございます。参考までに、紙の保険証の代わり

になる資格確認書といったものは、これは単体で保険証代わりと

なる証明書でございます。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）11番、西田彰君。 

（ 西田  彰  君 ）最後ですけども、この問題には先ほど介

護施設とか、障がいのある人とか、そういったところの対応はど

うなのかということで質問いたしましたが、担当課ではそれを聞
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き取るという、ちょっと答弁がなかったような気がするのですけ

ども、マイナ保険証は５年間有効で、その５年間の切れますとい

う案内はないと聞いていますが、それは個人が５年間いつまで利

用ができるというのをちゃんと覚えていないと、もうそれを怠る

と、もう使えないわけで、その通知は期限が来ますよというのは

行政からはしない、ですよね、 その２点、ちょっともう一度。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）住民生活課長。 

（ 鈴木知寿  君 ）住民生活課長です。 

 ただいまの西田議員の御質問にお答えをいたします。 

 マイナ保険証の有効期限の関係かと思いますけれども、マイナ

保険証につきましては、マイナンバーカードにひも付けされてい

るものですから、マイナンバーカードの更新、そこが必要になっ

てきます。それでマイナンバーカードの更新につきましては、電

子証明書等の更新が５年ごとに更新になります。それからカード

自体の更新は 10年ごとになります。５年で電子証明書、暗証番号

を更新していただく、10年で顔写真と電子証明書、暗証番号を更

新していただくといったものになりますので、マイナンバーカー

ドの更新手続き、その時には事前に期限がまもなく来ますのでお

願いしますという通知は行くものですから、それで対応していた

だくようになるようになります。以上です。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）11番、西田彰君。 

（ 西田  彰  君 ）行政から期限に来ますよという連絡が来

るのですね。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）住民生活課長。 

（ 鈴 木 知 寿 君 ）住民生活課長です。 

 西田議員の御質問にお答えをいたします。 

 行政からといったところで、それは期限が切れる前にマイナン

バーカードの更新の時期が来ていますということで、通知が行く

ということでございます。以上です。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）11番、西田彰君。 
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（ 西田  彰  君 ）このマイナカードも含め、マイナ保険証

の問題は、まだまだ尾を引くような感じで、混乱はちょっと収ま

っていないというように思っておりますが、国が進める事業とい

うことで、海外でも取り組むには 10年、20 年かけて、絶対にミス

がない、また誰もが安心して使えるというような状況で始めてい

るのを、日本はもうどんどん混乱があっても、進めるのだという

ことでやっておりますので、これが５年間でどうなるかどうなる

かという思いで過ごしていくうちに、もう誰もが使う時代になっ

てしまうと、慣れてしまうようなそういう感覚にちょっと思って

しまうわけです。その問題はここで終わります。 

それから２番目の災害用指定井戸の問題ですけども、やはり先

ほどトイレの質問もあったわけですけども、飲み水、飲料水の確

保というのは大きな災害があった時には、大事な問題になると思

います。 

私も思うのですけども、各家庭でペットボトルに水を保管して

おくとか、そういったことも考えなければいけないと思いますけ

ども、水１リットルのあれを何本か置くというのは、持ってくの

も大変なもので、家の中でどこへしまっておけばいいかとか、そ

う考えてしまうわけです。 

 やはり井戸というのは確かにだめになってしまう、災害が起き

ると出なくなってしまう井戸もあるかもしれませんが、やはり指

定してこの井戸は良い井戸だねということで、指定をしておけば

本当に大きな災害になった時には、みんなで使える、そのための

維持管理はやはり行政が少し援助して、その井戸をいつでも使え

るようにしておくのは、これはちょっと非常にいろいろ今までの

災害を見ていく中では必要だなと思った中で、この質問をしてい

るわけです。 

森町も太田川水域、また一宮の水域の関係は結構井戸の利用も

多かった中で、今でも使っている人がおられると思います。 

 やはりそういうことを、いつ起きるかわからない大災害の中で、
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そんなに維持管理にお金がかかるわけではないと思いますので、

そこら辺のことをもう一度考えるべきではないかと思いますが、

いかがでしょうか。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）防災監。 

（ 小 澤 幸 廣 君 ）防災監です。 

 西田議員の御質問にお答えします。 

この災害時の水の確保ということにつきまして、特に井戸水の

重要性といいますか、災害の時、特に生活用水が不足するという

ことにおいて、この行政として井戸の維持管理について支援等の

考えはあるかというような御質問かと思いますが、一般的に災害

時協力井戸と呼ばれておりますこの制度につきましては、各県内

でも行っている自治体がございます。全て県でまとめて把握して

いるということではないということですので、こちらでホームペ

ージ等で調べたところ、４市１町が公表されておったところでご

ざいます。全ての自治体について調査しきれておりませんので他

の自治体でも導入している可能性はございますが、公表している

ところとしては４市１町が導入していると、近隣では特に浜松市

が導入しているということでございます。この制度につきまして

は、それぞれの自治体で統一されたものではなく、いろいろでご

ざいます。基本的に協力していただける井戸について、登録に協

力をしていただける世帯についてこちらで把握して、それで登録

していただいた井戸については公表していくということでござい

ます。公表については個人の同意が必要ということですので、こ

こが少し課題となると思いますが、そのような制度で導入してい

るところ、また自治体によっては今議員がおっしゃったように、

ポンプの維持であるとか水質検査についての補助を行っている自

治体もあります。それぞれ自治体によって制度がばらばらで今の

ところ統一されておりませんけども、町がすぐ導入できるという

内容で考えますと、町の施設も井戸がございます。それについて

公表していくと、協力井戸ということではなく災害時の公共井戸
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ということで登録することは、良いではないかと思います。ポン

プとか、維持管理の費用負担についてはまだいろいろなほかの先

進事例を参考にしながら、またそこも研究・検討していきたいと

思いますが、今のところはすぐ導入してやるかというところに関

しては、ちょっと研究が必要だということで思っております。以

上です。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）11番、西田彰君。 

（ 西田  彰  君 ）上下水道課でも北部と南部が今度は計画

で耐震補強工事もしていくという、北部はもう終わっております

が、ただやはり大きな災害が起こった場合に、当然各家庭に送ら

れている排水管の損傷というのは、大きなことになると、もう出

ないというのはもう確実だと思います。そういった中で、この災

害用井戸が例え 10件だろうが、20件ぐらいあれば、かなり皆さん

の飲料水の確保とか様々な状況に利用できると私は思うわけで

す。どんなに水道管の耐震をやっても、やはり大きな地震となる

と、もうそれには耐えられないのが、明らかだと思います。そう

いった中でこの災害用井戸の指定というのは、やはり必要なので

はないかなと思うわけですけども、今の答弁の中では、なかなか

そう認識はしても、それを今すぐやれるというような答弁はなか

ったわけです。今後の課題となるとは思いますが、やはり計画の

中に、２年、３年先でもいいので、そういったものをやるという

方向性をぜひ行政として持っていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

（ 𠮷筋惠治  君 ）防災監。 

（ 小 澤 幸 廣 君 ）防災監です。 

 ただいまの西田議員の御質問にお答えします。 

 この災害時協力井戸と一般的には呼んでおります、これについ

て将来、計画をする考えはという御質問でございますが、議員お

っしゃるとおり、災害時は水源といいますか、水道が断水してし

まうといろいろな面で支障が出るということでございまして、そ
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の水の確保については、先ほど答弁の中でも申し上げましたよう

に防火水槽であったり、プールの水とか、様々なことを利用して

生活用水の確保ということを行っていきたいと思っているのです

けども、確かに多重化という面では、水が多すぎるということは

決してありませんので、いろいろな方策でその水の確保というこ

とは行っていかなければならないことだと思っております。そう

いう面で、先ほども述べましたように、いろいろな先進事例を研

究し、この災害時協力井戸について、どのような制度で町が行う

ことが有効なのかということを研究しまして、方向性としては導

入していく、どのような形で導入するということもありますが、

そういう、導入の方向で検討していきたいと思っております。以

上です。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）ここでしばらく休憩します。 

（ 午後 ３時００分 ～ 午後 ３時１０分 休憩 ） 

（ 𠮷筋惠治  君 ）休憩前に引き続き一般質問を行います。 

 ２番、清水健一君。 

 質問は混合方式です。 

 登壇願います。 

（ 清 水 健 一 君 ）２番、清水健一でございます。 

 通告書どおりに、混合方式で質問を３項目させていただきます。 

 まず一つ目、町内学校の暑熱対策について。県の発表でござい

ますけども、８月 13日に熱中症警戒アラートの発令が過去最高の

31回と発表がありました。以降も何度か発表があったと思います

けども、町では教育委員会から校内での暑熱対策指示はされてい

たと聞いております。下校時の状況については、住民から心配の

声が上がっているので、以下について伺います。一つ目、下校時

の対策について課題があると思うが、どうか。二つ目、飯田小学

校の児童が下校時にバス乗車時、気分を害したというような事例

があったと保護者からも聞きました。その対応と他校への横展開

はされていますか。 
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 二つ目、町政への関心を上げる方策について。町政の関心を表

す指標として、投票率などがあると思うので、伺います。一つ目、

投票率を上げる方策は何かとっていますか。二つ目、議会傍聴を

希望する車いすや足の不自由な人への対策が不足していると思う

のですが、町には考えがありますか。 

 三つ目、森町上水道の安全について伺います。有機フッ素化合

物、ＰＦＡＳ言いますが、水源に流入し、水道水から高濃度のＰ

ＦＡＳが検出されたという報道がありました。その後、検査では、

静岡県の水道は国の暫定目標値内ということであったというのを

確認しましたが、そこで一度検査結果を伺います。森町水道水の

検査結果はどうですか、及び簡易水道施設についての結果はどう

でしょうか。三つ目、過去の検査結果から何か傾向というのはあ

るのでしょうか。以上でございます。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）教育長、野口和英君。 

（ 野 口 和 英 君 ）教育長です。 

清水議員の一つ目の御質問「町内学校の暑熱対策について」の

御質問に私、教育長からお答え申し上げます。 

日本気象協会によりますと、令和６年の夏は６月から８月まで

の平均気温が統計開始以来最も高くなり、猛暑日地点も令和２年

以降で最多を記録する酷暑となりました。 

児童・生徒の健康と安全に対する懸念が高まる中、町内の各学

校におきましては、気温が上がり始める時期から学校活動の際に

は、気温と湿度、輻
ふく

射熱などの要素を取り入れた温度の指数であ

る暑さ指数（ＷＢＧＴ）を計測し、文部科学省の定めた「学校にお

ける熱中症対策ガイドライン」を基に活動内容を調整しています。

例えば指数が 31未満であれば「厳重警戒」として、活動は可能で

あるが適宜水分の補給が必要である、指数が 33以上になると原則

活動は中止する等として、安全な活動のための準備や活動の可否

の判断の目安としております。 

一点目の「下校時の対策について課題があると思うが、どうか」
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についてでございますが、課題は午後１時から午後３時頃の気温

が最も高くなる時間帯での下校にあると考えており、対策を行っ

ております。各学校におきましては、暑くなり始める時期に、児

童・生徒・保護者に対して登下校時の注意事項として飲み物の準

備、帽子の着用やネッククールリング等の暑さ対策グッズ、日傘

の利用などを呼び掛け、熱中症予防への意識の高揚を図っている

ところであります。さらに、下校前の帰りの会で健康観察を行い、

体調が悪い児童・生徒がいる場合は保護者の迎えを依頼したり、

気温が高い時間帯にバスで下校する児童・生徒への対応として、

バスの発着時間まで空調のある教室などで待機をさせたり、職員

が下校中の児童の様子を見に行き、熱中症予防の声掛けを行った

りするなどの対応を図っています。また、特に体力がない小学校

低学年においては、より一層の注意が必要となると考えられます

ので、高温が続く時間帯を避けて下校させたり、低学年児童の下

校時の様子を高学年児童が見ることができるよう、高学年の下校

時間にあわせて集団下校をしたりする等の対策も行っておりま

す。 

二点目の「飯田小児童が下校時、バス乗車後気分を害した事例 

があったと聞いたが、その対応と他校への横展開はされたか」に

っきましてお答え申し上げます。 

本年７月、飯田小学校の児童が秋葉バスで戸綿方面に向かって

下校する途中、気分が悪くなりバスの車内で嘔吐
お う と

するという事例

がありました。秋葉バスの乗務員に手当をしていただいた後、学

校まで送っていただき、学校からの連絡により保護者に迎えに来

てもらいました。この件と熱中症等との関係は不明ですが、学校

ではこの件の後、これまで以上に慎重に下校時の児童の健康観察

をしたり、下校時の飲み物の確認を行ったりして、熱中症対応の

更なる徹底を図っております。教育委員会におきましても園長校

長会等の会議において、事例報告により情報共有を図るともに、

各学校の取組状況を確認し、熱中症対策について学校でできる対
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策は全て行うよう改めて指導をしたところです。学校生活におけ

る熱中症対策のほか、日頃から、地域の皆様には「放課後見守り

隊」や「子ども 110 番の家」などの御協力をいただき、多くの地

域の人々の目で登下校時の児童・生徒を見守っていただいている

ところです。児童・生徒のより安心・安全な登下校を確保するた

め、交通安全だけではなく暑さによる児童・生徒の体調不良も考

慮して目配りをいただき、引き続き安心・安全な登下校ができる

よう御協力を呼びかけてまいりたいと考えております。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）総務課長。 

（ 平 田 章 浩 君 ）総務課長です。 

次に「町政への関心を上げる方策について」申し上げます。 

一点目の「投票率を上げる方策は何かとっているか」について、

選挙管理委員会委員長への質問でございますが、書記長でありま

す私、総務課長からお答えいたします。 

  10 月 27 日に行われました衆議院議員総選挙において、本町の

投票率は 62.11 パーセントと、県内市区町村の中でも上から６番

目と高い投票率でございます。選挙管理委員会では、この高い投

票率を維持するため、投票所の環境整備に取り組んでおります。

具体的に申し上げますと、以前は、森中学校の体育館を投票所に

指定しておりましたが、手前の道路は高低差があるため、自転車

や徒歩で投票所に来られる人からは「坂道が大変だ」という声を

いただいておりました。そこで、昨年度から試行錯誤を重ね、本

年５月 26 日に行われた県知事選挙から投票所を保健福祉センタ

ー１階の交流広場に変更いたしました。保健福祉センターは平坦

な場所にあり、投票所内には段差がなく、冷暖房設備も整ってい

るため、有権者からは「便利になった」という意見をいただいて

おります。また、令和３年度からは、投票所内外にある段差に、仮

設の手すりを設置しており、投票しやすい環境整備を進めること

で投票率の向上を図っております。併せて、日頃から政治に関心

を持ち、これから有権者としての自覚を持って選挙に参加しても
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らうため、町内の児童・生徒に対し、選挙啓発ポスターコンクー

ルを開催したり、高校に赴いて選挙に関する講話を行うなど、選

挙啓発についても積極的に取り組んでおります。選挙管理委員会

といたしましては、引き続き、他市町の事例を研究し、投票率の

向上につながるものについては、導入を検討してまいりたいと存

じます。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）町長、太田康雄君。 

（ 太 田 康 雄 君 ）二点目の「議会傍聴を希望する車いすや

足の不自由な人への対策が不足していると思うが、考えはあるか」

の御質問にお答えいたします。 

当役場本庁舎は、昭和 40 年に建設され、平成 16 年度に耐震補

強工事を行っているものの、建築後 59年を経過しており、全ての

人々に対し、その年齢や能力の違いに関わらず、可能な限り最大

限に使いやすい環境を整える、ユニバーサルデザイン化の必要性

は認識しているところであります。その上で議員御質問の対策で

ございますが、まずハード的な対策として想定されますことは、

エレベーターの設置でございますが、過去に検討いたしました経

緯では、平成 16年度に耐震補強工事を実施した折、エレベーター

設置についても検討いたしました。しかし、庁舎内にエレベータ

ーを設置することは設置スペースの問題や新たに防火扉の設置が

必要になることなどから断念いたしました。また、別棟扱いとす

る外付け方法についても検討いたしましたが、事業規模が莫大で

あることなどから断念した状況であります。これらのことから、

エレベーターの設置については極めて難しい状況でございます。

こうした状況を踏まえ、現状の対策としましてはソフト的な対策

として、予め傍聴の旨の申込みをいただいたり、受付で傍聴希望

の旨をお伝えいただければ、職員による議会傍聴席までの移動の

補助や誘導等のサポートを行うことで、傍聴要望にお応えさせて

いただくことが可能でございます。また今後の対策といたしまし

ては、議場に行かなくても傍聴できる仕組みとして、デジタル技
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術を活用した取組や１階フロアのモニター等に中継映像を流す等

の対応が現実的な対策であると考えられるところでございます。 

次に、「森町上水道の安全について」申し上げます。   

議員御質問の有機フッ素化合物につきましては、ペルフルオロ

アルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「Ｐ

ＦＡＳ」と呼びまして、１万種類以上の物質があるとされており

ます。ＰＦＡＳの中でも、ペルフルオロオクタンスルホン酸ＰＦ

ＯＳは主に泡消火薬剤、半導体、金属メッキ等、ペルフルオロオ

クタン酸ＰＦＯＡは主に泡消火薬剤、繊維、医療、電子基板等幅

広い用途で使用されてまいりました。これらの物質は、難分解性、

高蓄積性、長距離移動性という性質があるため、国内で規制やリ

スク管理に関する取組が進められております。水環境中への排出

源となり得る主な施設といたしましては、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ

が含まれる泡消火薬剤を保有する施設、フッ素系界面活性剤の製

造施設、これらの製品を利用するフッ素系樹脂の製造施設、繊維

や織物関係で特に表面処理を施す施設、半導体関連その他の電子

材料関連施設、金属メッキやエッチング関連施設、製紙・紙工業、

ゴム・プラスチック関連施設等が考えられております。また、こ

れらの製品を処理した実績のある廃棄物処理施設や有機フッ素化

合物を取り扱っている施設からの排水を受け入れている下水道処

理施設等も水環境中への排出源となり得ると考えられておりま

す。このＰＦＯＳ及びＰＦＯＡにつきましては、令和２年３月 30

日付け厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知「水質

基準に関する省令の一部改正等について」によりまして、水道水

の水質管理目標設定項目としての暫定目標値が、ＰＦＯＳ及びＰ

ＦＯＡの合算値で１リットル当たり 50 ナノグラムに設定されて

おります。目標値の考え方といたしましては、設定当時の科学的

知見に基づきまして、体重 50キログラムの人が水を一生涯にわた

って毎日２リットル飲用したとしても、この濃度以下であれば人

の健康に悪影響が生じないと考えられる水準を基に設定されてお
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ります。 

一点目の「森町水道水の検査結果はどうか」についての御質問

でございますが、上水道事業のうち、北部・南部・中川系につきま

しては、県企業局からの受水となりますため、問合せいたしまし

たところ、天竜川水系の寺谷取水場、太田川水系の円田取水場の

２水源、寺谷浄水場の浄水池出口２か所につきまして、直近では

令和６年 11月６日に採水、検査したところ、全てＰＦＯＳ及びＰ

ＦＯＡの合算値が目標値以下であったとの回答でございました。 

西部系の水源でございます第２・第３・第４・第６水源の４水源

につきましては、本年３月 25日に採水いたしまして検査したとこ

ろ、全ての水源につきましてＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの合算値が目

標値以下でございました。 

二点目の「簡易水道施設についての結果はどうか」の御質問で 

ございますが、大久保・三倉・大河内３簡水のそれぞれの水源に

つきましても、本年３月 25 日に採水いたしまして検査したとこ

ろ、全ての水源につきましてＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの合算値が目

標値以下でございました。 

三点目の「過去の検査結果から、傾向はあるか」の御質問でご 

ざいますが、県企業局に問合せいたしましたところ、令和２年度

から一度も目標値を上回ったことはないとの回答でございまし

た。西部系の水源につきましては、前回が初めての検査でござい

ましたので、過去のデータはございません。  

本年、県企業局及び町で実施いたしました検査により、町民が

飲用に使用しております上水に問題ないことを確認いたしまし

た。今後につきましては、必要に応じて検査を実施し、引き続き

安全な上水を提供してまいりたいと考えております。以上申し上

げまして、答弁といたします。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）２番、清水健一君。 

（ 清 水 健 一 君 ）それでは最初の学校の暑熱対策というと

ころで、再質問させていただきます。 
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 私が把握している内容で回答も想定どおりで、特にＷＢＧＴで

しっかりと暑さ指数というか、その中で 33以上だったら一度止め

なさいという形になっているという指示があったということは、

安心していると思います。ただ、実際に小学生の子が午後３時頃

に帰ってきているところを、近くの住民が見て、フラフラになっ

て帰っているけど大丈夫かということで、声を掛けたら「大丈夫

です」とは言ったそうですが、いかにもこの時間帯に返すのはい

かがなものかということがあったということなので、今回質問さ

せていただきました。今教育長の回答をいただきましたので、そ

れをちょっと徹底をしてもらうというのと、それからルール化は

されてると思うので、そのルール化は各学校統一をしていただき

たいと思います。 

ただ、個々の症状でございますので、例えばこの数字だったら

正解で、この数字は不正解だということは、僕はないと思うので

す。そういう点では子供とか児童を扱っている学校では大変苦労

されているというのは、本当に素人ながら分かるのですけども、

そういうことも含めて、個々の指導というか、個々に対しても、

この子はそういうことに対して弱いというのをもし把握されてい

るようであれば、そういう形で指導をしていってもらいたいと思

います。そういう回答もいただきましたので、これは安心して回

答を受け入れたいと思います。この件に関しては、了解でござい

ます。 

今度、飯田小学校の子がということで、僕が聞いたのは実は市

場方面に行く子も何かあったという言葉を聞いてて、僕はそっち

を先に聞いてて、今のこの現象というのはバスの運転手さんがち

ょっと対応してくれたというのは、戸綿方面に行かれたのかなと

いうことでしたけども、こっちが戸綿方面に行くバス停のところ

で、これは学校の目の前にございます。ちゃんと屋根があってベ

ンチがあるのですけども、学校はこの辺にあります。大体 100 メ

ートルぐらい歩いてきて、ここに海鮮亭というお店があるのです
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けども、そのところを通り過ぎたところに飯田のバス停がござい

ます。これが袋井方面に向かうバス停ですけども、ここに関して

は民地なのでベンチもなければ、屋根もないということになると

思います。それと熱中症が関係するかというのは分かりませんけ

ども、一つの要因として例えば帽子を被りなさいとか、日傘を持

って行きなさいということについて、ここで５分でも 10分でも待

ってる間、ここまで歩いてくるのにも時間がかかりますので、こ

ういうところについて、例えばＰＴＡだとか、それから地元自治

会も含めて役場、当局一緒に、協働といったらおかしいですけど

も、民間のバス会社ですから営利を目的にするし、ここのところ

について、屋根を取り付けるというルールも規則もないはずなの

で、だけども子供たちがこういうような状況だということを事情

説明して、共同に申し入れ等をやっていただけるかどうかちょっ

とお伺いします。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）政策企画課長。 

（ 森 下 友 幸 君 ）政策企画課長です。 

 清水議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 今スライドで写っている市場方面へ下る方のバス停において

は、戸綿方面にはちゃんと屋根のバス停があるけれども、こちら

何もないというお話であります。それで今回御質問に関連してあ

った戸綿方面に向かった児童が車内で嘔吐
お う と

したということに関連

して、秋葉原サービスの支配人に袋井方面のバス停の待合所に屋

根とかある施設を設けられないかということで、こちらから問合

せさせていただきました。秋葉バスからのお話ですと、待合所の

整備が、こちらに今映っているような待合所の整備については、

バスの結節点、袋井駅前バス停や遠州森町バス停のようなもので

なければ難しいということで、秋葉バス側ではこういった個別の

バス停での待合所の整備は行う予定はないということでした。そ

れで、町や地域で整備をして、それを管理することについては、

秋葉バスとしては、特に問題はないというお話でした。それで市
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議  長 

場方面のバス亭の場所を確認しましたところ、県道沿いにありま

して、右下に砕石敷きの土地がありますが、こちらも個人所有の

農地でありまして、時々、自転車とかを駐めている時があるとい

うことだったのですけれども、ちょっとこちらの方面では、そう

いったバス停を地域の人の協力してもらってやるという現在の状

況ではないかなと考えております。運行している秋葉バスは、や

る気がないというお話ですけども、戸綿方面はすごく施設が整備

されてるのに、市場方面はされてないということであれば、地域

の人とかからお話があって、要望等あれば、何らかの検討ができ

るかなと思いますが、現時点では、公共交通やっています政策企

画課としては、ちょっと難しいかなという印象を持っております。

以上です。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）２番、清水健一君。 

（ 清 水 健 一 君 ）分かりました。 

 例えばＰＴＡだとか地元自治会の協力も得て、そういうような

ことになったときには、また相談に乗っていただけますか。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）政策企画課長。 

（ 森 下 友 幸 君 ）政策企画課長です。 

 清水議員の御質問にお答えします。 

 今の私の回答は、地域交通の観点から民間のバス事業者が行っ

ている運行に伴って設置されているバス停の施設の整備について

のお話をさせていただいたので、ちょっと私の段階では、そのま

ま協力できる、できないというのはちょっとお答えできないかな

と思います。当然相談はしていただいて、今回も担当と清水議員

でもお話をさせていただいて、どういう対応できるかというお話

をさせていただいていますので、地域でこういった要望がもっと

出てくるということであれば、もう一度組織的にどう対応できる

かということをうちの課を通して、調整をさせていただきたいな

と思います。以上です。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）２番、清水健一君。 
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（ 清 水 健 一 君 ）分かりました。 

 間違いなく、来年度も熱くなるのは分かっていますし、バス停

を学校の近くまで持っていくということもこれは不可能とは言い

ませんけども、いろいろあると思うので、またその辺で地域のい

ろいろな意見を集約しながら、また相談をさせていただきたいと

思います。以上です。 

その次に、投票率を上げる方策についてということで、選挙管

理委員会書記長から答弁をいただきました。確かに衆議院の時は

上がりましたけども、実際に自分たちが４年前の選挙の時は 50パ

ーセントぐらいしかなかったというような記憶があります。町民

の皆さんが政治に対する関心というのを持ち、主権者としての意

識を有するためには、政治に対する一定の信頼と理解が必要だと

私は考えています。私たちは議員なので、議員活動の透明性や活

動内容の周知、すなわち社会における共同利益の実現を追求して

いくべきだと承知しているということを前提に質問をさせていた

だきたいと思います。投票所の不具合というところについては、

利用者の意見から投票所を変えたということで好評だったという

ことでございますけども、期日前投票というのがございまして、

それは役場の隣のところであります。ただ投票に公平性を持たな

ければいけないので、例えば山間部だけバスを走らせていくには

いかないかもしれませんけども、期日前投票についても、移動投

票所みたいなことがあれば、今よりも有権者が投票に非常に行き

やすくなるのではないかと考えておるのですけども、その辺をお

考えはどうでしょうか。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）総務課長。 

（ 平 田 章 浩 君 ）総務課長です。 

 清水議員の質問にお答えをさせていただきます。 

 今年度５月に県知事選挙がございました。各市町の期日前投票

についてどのようなやり方をしているかというようなデータもご

ざいます。熱海市におきましては期日前投票場５か所、公共施設
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２か所、公民館２か所、民間施設１か所を設置し、移動期日前投

票所も設置をして、マイクロバスにおいて団地２か所で実施して

いたというようなことがございました。投票率に向上にはつなが

っていませんでしたといった報告が来ております。公共の施設や

公民館で実施をしている市町については、ほかにもございますけ

ども、効果があったというようなところについてはショッピング

センターで実施している市町が数か所ありまして、買物のついで

に投票ができるということで、投票率のアップがあるというよう

な報告もいただいております。ただし、今回の県知事選挙につい

ては辞職に伴う急な選挙であったというようなことで、こういっ

たショッピングモール、ショッピングセンターが常時借りられる

かということについては、そこはなかなか難しいというようなこ

ともございますし、費用についても 1 か所 100 万円以上かかって

いるところもございますので、住民に安定的に投票場を提供でき

るというものが非常に重要ではないかと考えておりますので、行

ったけど、今回はそこが期日前投票ではなかったとかというもの

は、周知徹底を図ったとしてもなかなか情報が届かないというこ

とありますので、毎回安定的に同じ場所で実施していきたいと選

挙管理委員会では考えておりますので、町議会議員であるとか、

町長選であれば事前から日を決めてショッピングセンターと話を

して設置するということは可能かもしれないですけど、それがさ

っき言った衆議院議員選挙であるとか辞職に伴うものがあって、

確保できないとなるとなかなかそこも問題であるということと、

さっき言った費用的にも百何十万かかって設置をしている場合も

ございますので、そこについては現在の県内の事例から見ますと

なかなか難しいと思っております。ただし、来年度の標準化でも

って、選挙についても標準化をされるというような状況の中で、

ほかの市町についても今までこういう形でやっていたけども、標

準化に伴ってできるか分からないという不安も一つございます。

この標準化がうちの町ですと来年 10月を見ておりますけども、標
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準化になった後、もう１回検討をしたいと考えております。以上

です。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）２番、清水健一君。 

（ 清 水 健 一 君 ）ありがとうございます。 

 期日前投票について、今後も状況を見て柔軟な考えはまだある

ということで、理解をいたしました。 

 その次に、お金をかける、かけないというよりも、初等中等教

育における主権者教育というのが、さっきの答弁の中にも少し流

れてきたかなと思うのですけども、初等中等教育における主権者

教育というのは、はっきり言ってどこまで進んでいるのかなとい

う、高校生についてはそういうあれですけども、例えば町立学校

についてどうなのかというのをお聞きしたいと思います。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）教育長、野口和英君。 

（ 野 口 和 英 君 ）教育長です。 

 ただいまの清水議員の町立学校における主権者教育についての

御質問でございますけれども、高校ではかなり以前から 18歳の選

挙権導入にあたって行わてきたという経緯がございますが、小中

学校におきましては社会科の授業で、ある時期に例えば公民の中

で選挙権についての学習の機会というのはございます。ただ投票

率を特段に上げるための、タイミング的にちょうど合う時期では

ない可能性もございますので十分に徹底して行われてるかという

と、そこは定かではございませんけれども、授業の中で触れない

ことはございません。以上です。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）２番、清水健一君。 

（ 清 水 健 一 君 ）社会科の授業の一環として触れていると

いうことですが、その点について、もう少し踏み込んで主権在民

というか、我々が主権を持っているということをもう少し突っ込

んで、教育指導何とかというのはあると思うので、その延長線上

にはあると僕は考えておるのですけども、さすが森町だねという

ようなことも含めて、そういうようなお考えはございますでしょ
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うか。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）教育長、野口和英君。 

（ 野 口 和 英 君 ）教育長です。 

 ただいまの再度の御質問にお答えします。 

 学習指導要領の中で定められた範囲がございますので、現時点

ではそれ以上に森町ならではの主権者教育というか、そこら辺は

なかなか難しいのかなと思っております。それぞれの学校の教育

課程がございますので、それぞれ各学校の社会科の授業の中で任

せるという現時点ではそういう段階ではございます。それについ

ては、また今後、各学校の校長、教頭あるいは教務主任と集めた

際に、どの程度の対応できるかは検討してまいりたいと思ってお

ります。以上です。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）２番、清水健一君。 

（ 清 水 健 一 君 ）分かりました。ぜひそのような形で、そう

いうのが好きなという言い方はちょっとまた語弊がありますが、

例えば得意の先生がいて、ちょっとプラスアルファで足していけ

ることと、足していけないことの差が出てきても変だなと思いま

した。ただ高校に行くと、県立高校なり、私の高校でもやってい

るということは聞いていますので、ただ、その次に主権者教育と

いうのは、例えば初等中等教育で完結、学校で教えてもらったか

ら完結するものではないというのは分かっています。さすれば、

有権者となった後、我々が 18 歳から 20 歳になって、政治に関す

る様々な教育の機会というのは、この森町の中には必要だと思う

のですけども、今、森町の上にあるのかどうか、もしくは町の考

えというのがあれば教えてください。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）教育長、野口和英君。 

（ 野 口 和 英 君 ）教育長です。 

 ただいまの清水委員の御質問でございますが、義務教育という

性格を考えますと、なかなかそれ以上踏み込むというのは難しい

側面があるのかなと思っております。とはいえ選挙に関する主権
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者教育というのは非常に重要な教育であることは間違いございま

せんので、どの程度まで踏み込めるかということは、今後検討し

てまいりたいと思います。現時点にはその程度のお答えになろう

かと思います。以上です。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）総務課長。 

（ 平 田 章 浩 君 ）総務課長です。 

 清水議員の質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 学校でということもあると思いますけども、家庭の中において

選挙では、期日前投票を含めて、子供を連れて選挙に来られる御

家庭が結構見受けられます。頭で覚えるというのもそうかと思い

ますけども、親、大人がやっている選挙を見ながら、子供がそれ

を見て育つ、そして選挙に行くというようなこともあるかと思い

ますけども、そういった形で御家族で意識して、そういう選挙に

連れてくるというようなことも効果があるかなと思っておりま

す。以上です。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）２番、清水健一君。 

（ 清 水 健 一 君 ）ありがとうございます。 

 町の中でも、同報無線とかいろいろなツールを使って投票行動

を促しているというのは重々承知していますので、この継続と今

言われた子供さんを連れて選挙に行くというのも、なるほどと思

いましたので、こういうのも町として推進をしていってほしいな

と思いました。 

その次、議会傍聴を希望する人への考えはということで、この

建物がエレベーターとかそういうものはつけられないということ

も聞いていましたので、知っていました。そして外付けもできな

いというのも分かっています。今、町長がお答えいただいた、そ

の１階のところでライブで傍聴というのは、これは一番いいのか

なと、１階のところで言えば車椅子を３階まで運んでいただける

と言っていただいたので、庁内では統一されたあれがあるのでし

ょうけども、なかなか御本人が言いにくいという部分もあるので、
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１階でただいま議会ライブ中ということをいろいろなシステムだ

とか、ちょっとデジタル関係の機器がもう少し必要になるのかも

しれませんけども、そういうようなことをやるのはいいなと町長

も答えていただいたのですけども、実際に可能となるのはいつ頃

になるかお答えできますか。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）町長、太田康雄君。 

（ 太 田 康 雄 君 ）議場に関する御質問でございますが、庁

舎管理におきまして、この議場の管理は議会事務局です。今、皆

さんが使っていらっしゃる機器にいたしましても現在行っており

ますライブ中継に関するカメラ等の設置につきましても、議会事

務局が予算要求をして、査定の中でそれを認めて設置してきてい

るものでございます。ですので、まずは今行っておりますネット

の中継につきましても、議員の皆様が考えて実施をしていただい

たものでありますので、さらに、議会の傍聴について多くの人に

傍聴していただきたい、あるいは議会の状況を見ていただきたい

という議員の皆様のお考えがあるならば、ぜひ議会からの要望と

して、議会事務局を通して予算について提案をしていただければ

と思います。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）清水議員に申し上げます。 

 この今の質問に関しては、議会がまず討議をし、議会で決めた

上で、当局への質問となります。したがって、清水議員の車椅子

や足の不自由な人への対応としての一般的な質問は正しいと思い

ます。それから町長が申し上げた答弁も、一般的にはこういう方

法があるという相対的な方法論として申し上げました。しかしこ

れを行うには、まず先に議会がそれを行うかどうか、行ったらい

いかどうかということを議会でしっかりと決めた上で、議会とし

てお願いをしていくという形になると思いますので、その辺りを

御承知おきいただきたいと思います。 

 ２番、清水健一君。 

（ 清 水 俊 一 君 ）了解しました。今のことについては、撤回
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をさせていただきます。 

 それでは森町の水道水の検査結果ということでお伺いをいたし

ます。 

 答弁いただきましたように、検出されていないと僕は思ってい

ます。検査をしたのですけども、データが出ないというほど、本

当に 10億分の 1以下だったと思います。森町の上水道、それから

簡易水道三つについても安心して利用ができると、この件に関し

ては安心して利用できるということが再確認をしました。 

 その中でデータを出ている表の中で、森町は源水のみの調査と

ありました。よその市町に関しては、給水栓水、浄水場出口水と

複数箇所の検査をしている自治体もありましたが、源水のみとし

ているのは正しいのか、もしくは森町は自己水源を持っているの

でそれで大丈夫ということを言い切っていいのか、お伺いします。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）上下水道課長。 

（ 小 坂 一 郎 君 ）上下水道課長です。 

 清水議員の御質問にお答えいたします。 

 まず初めに森町では測定値以下で出ていなかったという御発言

がございましたけれども、どのような検査におきましても測定限

界値というものがございますので、全くないということは申し上

げることはできませんので、目標値以下という形でお答えさせて

いただきましたことをお答えさせていただきます。 

 続きまして、森町は源水のみであるということですけれども、

先ほど町長答弁のありましたとおりＰＦＯＳ、ＰＦＯＡにつきま

しては、発生源がありまして、これらが地中に入りまして排出さ

れてそれらが水源を通って皆様にお配りいたします配水を通しま

して、皆さんのところに行くということになりますので、国とし

ましてもどこで測れという指示等はございませんけれども、本来

であれば配水、皆さんにお配りしております浄水であります配水

で測るのが一番適当であると思われます。こちらで皆さんにお配

りしました配水で検出された後、それらがどこでそういった物質
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が流入したかを調べるために、それらの水源までさかのぼってい

くというのが通常のやり方でありますので、森町としましては前

回そちらの配水についてよりもさらに配水源に近づくであろう水

源で全て採水させていただいて検査した結果となっております。

以上です。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）２番、清水健一君。 

（ 清 水 健 一 君 ）分かりました。 

 あと、ＰＦＯＳとＰＦＯＡは発がん性があるとか体に悪いとい

うことで、これが問題になっていると思うのですけども、その中

で泡消火器に使われたように聞きましたけども、消防、消防団、

それから企業の自主防も消防を持っているところがあると思いま

す。森町の中にこういうものは含有した泡消火剤というのは、今

現在は存在しているのか、していないのか。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）２番、清水健一君。 

（ 清 水 健 一 君 ）実はその水道水というのは、その消火剤

を使った時に、例えば工場の中ならきちっと枡
ます

があるでしょうけ

ども、例えば消火というところなのでごく普通に水が流れていく

と思ったので、ちょっとそういう質問になりました。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）上下水道課長。 

（ 小 坂 一 郎 君 ）上下水道課長です。 

 清水議員の御質問にお答えいたします。 

 町内において泡消火剤を使っている企業等があるかということ

ですが、こちらについてはさすがに把握しておりませんが、通常

消火器には住宅用の消火器と業務用の消火器の２種類がございま

すけれども、これらについては、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡについて含

有しているものはございません。業務用消火器のうち一部で機械

泡消火器と強化液消火器の一部には、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡが含ま

れているものもありましたが、通常、業務用所消火器については、

ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡは含んでいない粉末消火器が大半ですので、

現状としてはそういったものが含まれている可能性はないと考え
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ております。以上です。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）２番、清水健一君。 

（ 清 水 健 一 君 ）今製造もされてない、輸入もしてはいけ

ないとなっていますので、まず企業においても大丈夫だと思いま

す。その時に過去の検査データから傾向がというところで、検査

データ自体がそんなに多くないので、ちょっと答えるのも大変だ

ったと思うのですけども、例えば検出がないというのは森町は分

かりました。ただ、やはり人というのはいろいろなニュースを聞

くと、心配が出てきます。実際に検出された関西の自治体では、

地下水とか河川については、水環境の部署に問い合わせる、水道

水については水道水の上水に問い合わせる、それから健康に関し

ては健康に関することということで問い合わせると、きちっとす

み分けをしながらいろいろな場面で、心配が生じて、問い合せた

時に答えてくれる部署がオープンになっていると聞きましたけど

も、森町として今現在は出ていないので全く心配はないのですが、

そういう情報を聞いて町に問合せをするという時には、どちらに

問合せはよろしいでしょうか。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）上下水道課長。 

（ 小 坂 一 郎 君 ）上下水道課長です。 

 清水議員の質問にお答えいたします。 

 現状といたしまして、一番身近に接しております上下水道課に

問合せいただきましたら、こちらのＰＦＯＳ、ＰＦＯＡに関しま

す情報をつかんでおりますので、お問合せいただければと思って

おります。以上です。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）２番、清水健一君。 

（ 清 水 健 一 君 ）それは自分の健康のことに関しても、そ

こで大丈夫でしょうか。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）上下水道課長。 

（ 小 坂 一 郎 君 ）上下水道課長です。 

 清水議員の御質問にお答えいたします。 
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 健康に関しまして、私共で知りうる知見につきましてはお答え

できるかと思いますので、まずは上下水道課に問合せいただけれ

ばお答えできるところにつきましてはお答えさせていただきま

す。それ以上の深い問題につきましては、またそこで御相談に乗

らせていただきたいと思っております。以上です。 

（ 𠮷 筋 惠 治 君 ）以上で本日の日程は全部終了しました。 

次回の議事日程の予定を報告します。 

12月 20日午前９時 30分、本会議を開き、条例、補正予算、一

般議案に対する討論・採決を行います。 

本日はこれで散会します。 

 

 

      （ 午後 ４時 ５分 閉会 ） 


